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１．「帰ろう山古志」からアルパカ村へ

　「中越地震で有名になった山古志」だが、中学

生以下の世代にとっては、「アルパカのいる山古

志」という方が、しっくり来るのではないだろう

か。

　2004年に中越地震を経験し、その復興計画が県

と被災市町村でそれぞれ作られたが、どこにも

「アルパカ」とは書かれていない。しかし、アル

パカ村として交流人口を急増させた背景に地震は

強く影響している。震災の惨状を見た米国の牧場

主からたまたま寄贈されたアルパカだが、闘牛と

いう伝統文化の土台があるため飼育に問題はなく、

震災で人口流出と高齢化が加速した地域の復興の

起爆剤となりうると直感した地域リーダーが、そ

こにはいた。

　計画され予定されている通りの結果を Output

というのに対し、必ずしも想定されていなかっ

た結果を Outcome という。アルパカはまさに

Outcome の典型だ。偶然・幸運と言ってしまえ

ばそれまでだが、たまたまの機会を掴み取った

素地があってこその Outcome だったのだと思

う。中越地震被災地を見ると、アルパカに限らず

Outcome に満ち溢れていることに気付かされる。

　もともとが過疎化・高齢化の進展する山間豪

雪地域。「帰ろう山古志」の掛け声は皆に浸透し、

その雰囲気もできあがっていたはずだった。しか

し、やはり人口流出のトレンドには抗いきれず、

震災が住民の転出を加速させ、震災から10年余を

経て人口は半減した。すなわち過疎化・高齢化と

いう復興計画で設定した課題の解決には成功して

いないし、見ようによっては明らかな失敗にも見

える。ならば復興は失敗だったと断じて良いのか。

　住民が帰れる生活基盤が復旧し、３年余の避難

生活から帰還した住民たちに対し、地域振興のた

めのソフト事業も多数展開された。その結果、農

家レストランや民宿が新たに生まれ、交流人口は

２桁増えた。周回遅れでできたメモリアル施設

（山古志復興交流館「おらたる」）は、他施設を

一気に追い抜く勢いで来館者数を伸ばし続けてい

る。住んでいる住民たちは「復興は成し遂げた」

と胸を張って答えるし、事実、残っている人々は

震災前とは比べ物にならないくらい積極的に地域

おこし活動に取り組んでいる。

２．「課題解決」と「主体形成」という

２つのアプローチ

　災害の被災地に限らず、世の中を見渡すと「課

題解決」という言葉が飛び交っている。そこにあ

る課題の解決策を探索し実行し克服していく。良

い解決策はモデル化され仕組み化されて波及する。

実に合理的で効率的で社会の成熟プロセスの重要

なアプローチである。これを図示したものが図

１左で、「課題解決サイクル」と呼ぶことにする。

顕在化した課題 (A) を出発点として、その解決策

を模索・実行し成果が上がったとする (B)。成功

事例ができるとそれがモデルとなり一般化され仕

「課題解決」か「主体形成」か

長岡技術科学大学　教授

　上　村　靖　司

● 巻 頭 随 想
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組み化される (C)。想定外の事象が起きたり、対

象が適合しない事例が生じ、有効だった（はず

の）対策が陳腐化すると (D)、次なる課題設定が

なされる。災害現場においても「災害ボラセン」

や「ＤＭＡＴ」などは、現場課題から生まれた仕

組みの好例と言えるだろう。こういった仕組みは、

特に緊急時や救命救急のステージでは、極めて有

効に機能するし、災害を経験するたびにサイクル

が回り成熟する。

　次に図１右の主体形成サイクルを見ていく。課

題の顕在化 (A) は同じであるが、次の段階ではま

ず「課題の自分ごと化 (B)」の段階になる。過疎

化・高齢化・人口流出による地域の衰退といった、

唯一の正解がなくかつ主体が住民である課題に対

しては、他人事でなく自分事であるという認識が

ない限り、なかなか前には進まない。ある被災者

から聞いた「俺達はゆでガエルだった」という言

葉からわかるように、震災を経験して「自分ごと

スイッチ」が ON になったという人も多い。

　次なる段階は「課題の本質の理解 (C)」である。

果たして人口が減ることが本当の問題なのか。衰

退していく地域の現実に目をつぶり、問題が起き

れば他人事のように役所に陳情してきた。地域を

持続していくんだという覚悟はなく、行動を起こ

すこともなかった。自分の生まれ育った地域に誇

りをもてず、こんな不便な地域に未来はないと自

虐的に自らを語っていた。本当の問題はそこに

あったのではないか。(C) の段階を乗り越え、(D)

では支援者による支援を得たり、復興基金に代表

される予算を活用したり、他地域に学んだりし

ながら、「地域の存続」という本質的課題に向き

合ってきた。その結果として上で述べた地域が活

性化した現在に繋がっているのではないか。

　ここで注目すべきことは、当初顕在化した課題

は「人口の急減」だったはずで、主体形成サイク

ルが振り出しに戻ってもそれ自体は何一つ解決も

改善もされていないという事実である。しかし成

果は着実に上がっている。「課題が解決された」

でなく「課題に向き合える主体が形成された」と

いうべきだろう。「課題解決サイクル」と「主体

形成サイクル」を比較して、一巡りしてもとに

戻った時、より好ましい状態を獲得したのはどち

らと言えるだろうか。

　東日本大震災被災地でも、少し注意して見渡せ

ば、主体形成サイクルの事例はいくらでも見え

てくる。例えば釜石の釜援隊の活動記録を見る

と、多様な主体がカオスな状況で丁寧な議論を積

み重ねながら主体形成サイクルの「自分ごと化」

と「本質の理解」にアプローチしている様子が見

えてくる。一方で、行政主導のアプローチでは課

題解決サイクルのみが遂行されがちである。主体

形成サイクルの左半分は、相当な期間、成果が全

く見えてこないし、予算付けする根拠も説明し

にくい。そして右半分に移っても、当初計画し

図１　課題解決サイクルと主体形成サイクル
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た Output が出てこない可能性もある。Output の

無い計画とその遂行は全く評価されないし、予算

の無駄遣いと社会から批判を浴びるかもしれない。

しかし、Outcome が顕在化して目に見えるように

なると（メディアで取り上げられるなど）、後づ

けで「良い取り組み」として評価されるようにな

る。

３．おわりに

　未曾有の大津波を経験し、こんな苦難に二度と

遭遇したくないと誰もが考え、堤防の高さが足り

なかったという課題を設定し10ｍを超える要塞を

築き上げていく。これは典型的な課題解決型であ

る。しかしその堤防を超える次なる大津波が来た

ら、同じ苦難どころかもっと大きな苦難に見舞わ

れることは想像に難くない。やはり課題解決だけ

では片手落ちちなのではないか。

　中越でも、既に中学生は災害を経験してない

世代である。「災害に強いまちづくり」と良く言

うが、それは高い堤防を作るだけの話ではない。

「次なる主体」を育てていく仕組みこそがより本

質的な「災害に強いまちづくり」なのではないか。

文部科学省も知識偏重の学校教育から、「生きる

力」を育む教育へと転換を図ろうとしている。

　合理的に効率的に短期的成果を求めがちな社会

情勢に強い危惧を抱いている。地域も子どももそ

う簡単には自立はしないし、育んでいくのには手

間も時間もかかる。いや地域の担い手となってい

く主体の形成に手間と時間を惜しんではいけない

のである。

消防防災の科学
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はじめに

　リーマンショックや震災の影響で微減が続いて

いた日本で暮らす外国人の数は、2013年末から

再び増加に転じ、2016年末には238万人を越えた。

最近はベトナムやネパールの出身者も増え、多国

籍化がいっそう進んでいる。国籍が多様になると

いうことは、文化のちがいや災害に関する知識も

多様になるということであり、以前にも増した丁

寧な災害時対応が求められている。

　また訪日外国人数も2015年に2,000万人を越え、

政府は新たに2020年までの目標を4,000万人とす

る方針を示している。数が増えるだけでなく、滞

在の長期化や個人旅行・リピーターが増加する傾

向にあり、これまで外国人とは縁がなかった地域

でも観光客を見かけるようになった。一般の住宅

に「民泊」で1ヶ月滞在する外国人観光客もおり、

住民と同様の情報提供や対応が求められている。

　本稿では、阪神・淡路大震災から熊本地震まで

の災害で、外国人が直面した課題や自治体・NPO

による対応の進展を解説しながら、多文化共生の

時代に求められる地域での取り組みについて、日

本人への対応との比較を中心に課題や可能性をま

とめてみた。

１．災害時における多言語・多文化対応

の広がり

　～阪神・淡路大震災から新潟中越地震まで～

　日本における災害時の外国人支援の幕開けと

なった阪神・淡路大震災が発生した1995年は、日

本での在留する資格を再編し、日系ブラジルなど

日本で暮らす外国人が急増するきっかけとなった

1990年の改正入国管理法の施行からまだ５年で、

自治体による多言語での情報提供もあまりみられ

なかった。今日では外国人支援や災害対応の主力

となっている「NPO」も、阪神・淡路大震災をきっ

かけに法人制度の議論が始まったもので、当時の

被災地では自治体も市民も、手探りで外国人被災

者の支援にあたった。

　阪神間には在日コリアンや華僑など、何世代に

もわたって暮らしている外国人も多くいたが、日

本語でのコミュニケーションが難しいと思われる

□多文化共生の時代における災害時対応

一般財団法人ダイバーシティ研究所

代表理事　田　村　太　郎

特　集 外国人と防災

写真１　外国人地震情報センターが作成した

「母国語ホットライン」を知らせるチラシ
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新たな住民も２万人近く暮らしていた。震災の翌

日から多言語でのホットラインを開設し、のちに

「多文化共生センター」へ改組して多文化共生を

めざす地域活動の草分けとなった「外国人地震情

報センター」や、いずれも神戸市長田区で無免許

で放送していた韓国語の「FM ヨボセヨ」とベト

ナム語の「FM ユーメン」が合体し、震災から１

年後に放送免許を取得して多言語コミュニティ

FM として再スタートした「FM わぃわぃ」など、

日本にはこれまでなかった「多言語」「多文化」

による活動に注目が集まった。

　携帯電話やインターネットがまだ普及していな

い当時の日本で暮らす外国人住民は、公衆電話か

らテレフォンカードで友人や知人と連絡を取り

合っており、通訳が電話に出てくれるサービスは

重宝された。また車での避難生活や、公園でのテ

ント生活を続けていた外国人にとって、ラジオか

ら自分の言葉が流れてくるという事実は、情報提

供という域を超え、社会に承認されている安心感

につながった。

　阪神間で展開された外国人被災者支援の動きは、

兵庫県や神戸市、またそれぞれの国際交流協会と

も連携し、県や市の施策にも影響を与えた。当時

は在留資格のない外国人が６人に１人いたことも

あり、健康保険に加入していない外国人の医療費

が焦げ付き、病院からパジャマのまま放り出され

るという事例も発生したが、NPO と行政で協議

を重ねた結果、復興基金事業として未払い医療費

の補填制度が実現したり、相談員により定期的な

勉強会を共催し、事例や対応のノウハウを共有す

る場を継続させたりした。2002年に日韓共催で開

催されたサッカーワールドカップでは、医療通訳

のマッチングシステムを神戸市で試験的に導入す

るなど、災害の経験をバネに、多文化共生を掲げ

た日常の地域づくりを推し進めたのが阪神・淡路

大震災の特徴といえる。

　災害時の多言語対応を改めて形式化させ、しく

みとして整えるきっかけとなったのは、阪神・淡

路大震災以来の震度７を記録した2004年10月の新

潟中越地震である。長岡市では全国の支援関係者

と連携し、震災３日目から市内の避難所を巡回、

外国人の安否やニーズの把握に務めるとともに、

必要な情報を翻訳して避難所に届ける活動を展開

した。筆者もこの活動に参加したが、中越地震の

経験があってようやく阪神・淡路大震災の取り組

みとの相対化ができ、災害時に普遍的に必要な取

り組みが何かを論じることができるようになった

と感じている。

　総務省の関連団体である「自治体国際化協会」

では、中越地震での取り組みを参照し、2005年度

に「災害時多言語情報支援ツール」を開発。また

通訳・翻訳を中心とした人材育成のための資料も

作成し、自治体による災害時の外国人対応を後押

しする大きな一歩となった。また同年には総務省

国際室が「地域における多文化共生の推進のため

の研究会」を設置し、翌年３月に自治体が体系的・

計画的に地域で取り組むべき施策をまとめた「多

文化共生推進プラン」を発表するなど、阪神・淡

路から手探りで進められてきた数々の取り組みが、

10年を経て全国的に展開できるモデルとして整理

されるに至った。

２．「災害多言語支援センター」設置の

動き

　～新潟中越沖地震から東日本大震災まで～

　中越地震からわずか３年後、2007年に発生した

新潟県中越沖地震は、長岡市に隣接する柏崎市を

中心に被害が出たこともあり、直後から新潟県や

長岡市が中越地震での経験を活かしつつ、外国人

被災者の支援にあたった。震災の翌日、新潟県が

「災害多言語支援センター」を柏崎市に設置。全

国からコーディネーターや通訳が派遣され、約２

週間、交代で避難所の巡回や多言語での情報提供

を行った。

消防防災の科学
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　自治体国際化協会ではこの中越沖地震での取り

組みを踏まえ、2008年度に研究会を設置して「災

害多言語支援センター設置運営マニュアル」を作

成。外国人住民の構成や自治体等の支援体制を元

に災害時に必要な人材をあらかじめ算出して、災

害時にそのコーディネートにあたる組織や人材の

育成を行うことを促した。また各地の国際交流協

会が連携して避難所運営訓練や多言語支援セン

ターの設置運営訓練を行い、マニュアルに沿って

避難所巡回の模擬訓練や多言語での情報提供のシ

ミュレーションを行う動きが全国に広まった。

　東日本大震災では少なくとも３つの「災害多言

語支援センター」が設置され、外国人への支援を

行なった。このうち「仙台市国際交流協会」が市

から指定管理で運営していた「仙台国際センター」

に設置したものと、滋賀県にある「全国市町村国

際文化研修所」に NPO 法人「多文化共生マネー

ジャー全国協議会」が設置したものは、震災当日

のうちに立ち上がっている。

　仙台のセンターは、2010年度の指定管理業務の

中で災害時に多言語支援センターを設置すること

を明記していたことや、災害時に外国人支援にあ

たるボランティアの育成や登録制度を整えてお

り、自動参集のルールも決めていたこともあっ

て、円滑に設置されている。滋賀県に設置された

センターは、被害の大きさを鑑みて現地の国際交

流協会等の活動をバックアップし、全国から支援

者が集まりやすい施設で多言語情報提供を行うと

いう方針で設置が決められた。「多文化共生マネー

ジャー全国協議会」は中越沖地震で現地で活動を

行ったメンバーが中心になって、災害時に活動で

きる人材のプラットフォームになることを目標に

2009年に法人化した組織で、2006年度より全国市

町村国際文化研修所で実施している「多文化共生

マネージャー養成研修」の修了者で構成されてい

る。

　仙台でも滋賀でも、あまりにも広域におよぶ大

きな被害や、原発事故による混乱などで、当初予

定していたような活動はできなかった側面はあっ

たが、災害時に多言語で情報提供を行うことの重

要性は十分に浸透し、当日のうちに人員や場所の

確保ができるまで環境が整ってきたことは感慨深

く、また他の災害時要配慮者への支援と比べても、

外国人への対応は進んでいるように感じられる。

今後も分析と改善を重ねたい。

３．訪日外国人の増加と「情報コーディ

ネーター」

　～熊本地震から次の災害への備えに向けて～

　熊本地震でも「災害多言語支援センター」が開

設され、市内の外国人被災者に安心を届けること

に一定の役割を果たしたのだが、熊本での対応で

特筆したいのは「外国人対応避難施設」の設置で

ある。熊本市は市内にある「熊本市国際交流会館」

をハラル対応の食事や外国人に固有に必要な物資

や情報を提供する避難施設とし、同会館の指定管

理事業者である「熊本市国際交流振興事業団」が

その運営にあたった。近隣のホテルや外国人コ

ミュニティの協力を得て、ハラル対応の食事やア

ルコールを使わない除菌剤を提供するなど、きめ

細かな対応で100人を越える外国人避難者が施設

を利用した。

図１　柏崎災害多言語支援センターの活動概要

№130 2017（秋季）
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　外国人だけを対象にした避難所の開設は、地域

の避難所で「外国人は専用の避難所へ行けば良い」

という排除の動きを促しかねないが、日本人ばか

りの避難所に入っていくことにためらう外国人や、

どこが避難所かわからない外国人にとっては、外

国人向けに特別な配慮がある施設や、普段から日

本語教室や相談窓口としてなじみがある施設の方

が安心して避難できるという側面もあり、日本人

避難者もともに受け入れる形で「外国人対応避難

施設」という柔軟なコンセプトで対応にあたった

今回の熊本市の取り組みは評価できる。

　熊本地震や相次ぐ水害を受け、総務省は2016年

秋に「情報難民ゼロプロジェクト」を発足させ、

主に高齢者と外国人への災害時の情報提供のあり

方について、2020年までの「あるべき姿」とその

実現に必要な施策を整理した報告書を同年末に発

表した。外国人については避難所等に「情報コー

ディネーター」を配置し、多言語での情報提供に

努めることを柱としており、17年度には名称を

「災害時外国人支援情報コーディネーター」とし

て総務省国際室に検討会を設置。熊本地震での対

応などを研究して、コーディネーターが災害時に

担当する役割や、育成や派遣のスキームを検討し

ている。

　外国人住民に加え訪日外国人数も急増するなか、

検討会では2018年度中の人材育成を開始。2020年

までに全都道府県にコーディネーターが配置され

ている状態をめざして検討を進めており、これま

で以上に充実した体制が整うことを期待したい。

４．最後に

　～支援の「担い手」としての外国人への視点～

　ここまでは支援の「対象者」としての外国人へ

の視点から、過去の取り組みを俯瞰してきたが、

図２　災害時において2020年にめざす姿（外国人の場合）：

出典　総務省情報難民ゼロプロジェクト報告書）
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最後に支援の「担い手」としての外国人、という

視点から、今後の可能性についてまとめてみたい。

　日本人がつくった日本語の原稿を翻訳するだけ

では、認識に齟齬が生じ、必要な情報が手に届か

なかったり、促したい行動が適切にとれなかった

りする。災害時に円滑に丁寧な支援活動を行うに

は、支援する側にも外国人住民の参加を呼びかけ、

ともに避難行動や避難生活で留意すべき点を考え、

必要な準備を進めておく必要がある。外国人観光

客への対応においても、外国人住民が支援の担い

手として活躍してくれれば心強い。2017年６月末

現在で、一般永住者の在留資格を持つ外国人は70

万人を越えている。2000年代に入ってから、毎年

約３万人ずつ増えており、ある程度の日本語が理

解できる人も少なくない。

　外国人対応だけでなく、高齢化が加速する地域

における災害時の貴重な担い手としても、外国人

住民への期待は高い。平日の日中に災害が起きる

と、高齢者や障害者を支援する自治会の役員や若

い世代が地域におらず、計画通りに避難支援がで

きないのが現状だ。東日本大震災や熊本地震で

は、いくつもの外国人の団体が遠方からも駆けつ

け、炊き出しや物資の提供を行っている。すでに

消防団員として活躍する外国人も増えており、今

後は支援の対象としての外国人だけでなく、担い

手としての側面にも光を当て、地域を支えるパー

トナーとして参画できる機会を増やすべきだろう。

　災害に備えた具体的で実践的な訓練を繰り返し

実施するとともに、日常の多文化共生の取り組み

を推進し、災害時にも安心できる地域を形成する

ことにこれからも心と力を合わせていきたい。
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１．多様化する外国人

日本に居る外国人は、旅行者などの短期在留者

と中・長期に在留する在留外国人の２種類に大き

くわけられる。災害時の情報伝達の内容や方法を

考える際には、旅行者と在留外国人、それぞれの

特性を踏まえて考える必要がある。国際観光振興

機構（JNTO）によると、旅行者を含む訪日外客

者（旅行者＋留学生・駐在員）の数は2016年には

2403万人で、３年前の2013年に比べて２倍以上に

急増している（図１）。ビザ要件の緩和や LCC の

発達などがその背景にある。訪日外客者を国籍

別にみると中国が26.5％、韓国が21.2％、台湾が

17.3％、香港が7.7％、米国が5.1％、タイが3.7％

と、アメリカを除くと近隣諸国からの旅行者が多

い。言語的には中国語圏からの旅行者が半数を超

え、それに韓国からの旅行者を加えると７割を超

える（表１）。

一方、在留外国人の数は200万人台で増減して

いるが、2016年には238万人と近年、やや増加

している（表２）。在留外国人を国籍別にみる

と、中国が29.2％、韓国が19.0％、フィリピンが

10.2％、ベトナムが8.4％、ブラジルが7.6％、ネパー

ルが2.8％等となっている（表３）。韓国人45万人

のうち34万人は特別永住者で日本語ができる人が

多いので、在留者に必要な外国語としては、中国

語、英語（フィリピン語）、ベトナム語、ポルト

ガル語、韓国語、ネパール語の順になるだろう。

□災害時の外国人への情報伝達

東洋大学社会学部　教授　中　村　　　功

特　集 外国人と防災

表１　訪日外客の国別構成　（上位10カ国　2016年　国際観光振興機構 JNTO 資料より作成）

中国 韓国 台湾 香港 米国 タイ 豪州 マレーシア シンガポール フィリピン

26.51 21.17 17.34 7.65 5.17 3.75 1.85 1.64 1.51 1.45

表２　在留外国人数の推移　（2007-2016　法務省資料より作成）

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2,069,065 2,144,682 2,125,571 2,087,261 2,047,349 2,033,656 2,066,445 2,121,831 2,232,189 2,382,822

表３　国籍別在留外国人 （上位10カ国　2016年末　法務省入国管理局　資料より作成）

国 中国 韓国 フィリピン ベトナム ブラジル ネパール 米国 台湾 ペ ル ー タイ

人数 695,522 453,096 243,662 199,990 180,923 67,470 53,705 52,768 47,740 47,647

構成比 29.2 19.0 10.2 8.4 7.6 2.8 2.3 2.2 2.0 2.0

図１　訪日外客数の推移

（国際観光振興機構 JNTO 資料より作成）
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２．外国人対応３つの流れ

増加する外国人に対応して行政も様々な防災対

応をしているが、それには大きく３つのアプロー

チがある。第１は防災の立場である。行政的には

総務省消防庁－自治体の消防・防災部門の系列で

ある。ここでは、外国人は高齢者・障がい者と並

んで避難時に配慮が必要な人達であると考えられ、

情報の内容やメディアについて検討されてきた。

「やさしい日本語」や自治体の防災アプリの開発

はこの流れといえる。

第２に多文化共生政策の流れがある。行政的に

は総務省自治行政局－自治体の国際課－自治体国

際化協会（クレア） －各地の国際交流協会といっ

た系統である。ここでは日常的に外国人と接する

中で、地域で共生していく住民として外国人をと

らえている。日本語学習に使える防災啓発パンフ

レット（静岡県， 2012）が作られたり、災害時外

国人支援マニュアル（奈良県， 2013）が作られた

り、また東日本大震災の時には仙台国際交流協会

に「災害時多言語支援センター」が設立され、行

政情報が多言語に翻訳されたりした。ここでも外

国人は援助が必要な対象であるが、共生の観点か

ら、翻訳や避難所運営など、ボランティア活動の

主体としての外国人の役割についても考えられて

いる（総務省2012）。

第３は観光客としての外国人を扱う立場で、国

土交通省観光庁－自治体の観光課－観光事業者の

系列である。宿泊施設や自治体向けのガイドライ

ンの作成（国土交通省観光庁 ; 2014a,b）や訪日

外国人向けの防災アプリ‘Safety tips’の提供な

どがこの系列の施策である。ここでは外国人は安

全対策を講じる対象であり、風評被害を抑え来客

を促す対象でもある。

防災部局は多文化共生部門や観光部門の知識や

経験を取り入れて、総合的なガイドラインを作り、

それらの部門と協働して対策を進めていくことが

重要である。

３．伝えるべき情報

外国人に伝えるべき災害情報の第一は、身の安

全を守る情報である。典型的なものは避難勧告や

津波警報など避難を促す緊急情報である。しかし、

これは日本人にも言えることだが、緊急情報だけ

ではなく、身の回りの危険性や、危険回避の方法

といったストックの防災情報も必要である。防災

パンフレットや防災地図については多くの自治体

で多言語化しているが、英語・中国語・韓国語で

出されているものが多いようだ。　

第２に必要なのは安否情報である。たとえば東

日本大震災時、仙台市の多言語支援センターで受

けた相談内容で最も多かったのは安否情報であっ

た。すなわち1112件の相談のうち、安否情報が

479件、帰国・国内避難が132件、ボランティア

活動が95件であった（仙台国際交流協会， 2012）。

携帯の電波がつながれば SNS 等である程度安否

確認できるが、東日本大震災では津波や長期停電

でそれもままならなかったようだ。また大使館か

らの安否確認要請も多かったようで、普段からの

所在確認が不十分だと安否の確認が困難になる。

第３に災害や被害に関する情報のニーズがある。

東日本大震災では原発関連の情報ニーズが高かっ

たようだ（図２）。一般に、大災害の被害情報は

同心円的に被災地から離れるほど誇張されて伝え

られるものである。東日本大震災時にも、海外で

は日本全体が壊滅的被害であるととらえかねない

図２　震災１週間の間に在留外国人が必要とした情報

有効回答282人　（仙台国際交流協会， 2012）
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報道ぶりで、母国から帰国を強く迫られた外国人

が少なくなかったようだ。母国語による正確な被

害情報が求められている。これにはウェブ上で

18ヶ国語のニュースを流している NHK ワールド

（https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/）の活用などが

有効であろう。

第４に、これは外国人に特有のニーズだが、移

動や帰国に関する情報がある。旅行者はもちろん、

在留外国人も被災後は他の場所に移ろうとする人

が多く、交通情報やパスポート再発行等の情報が

必要になる。

４．具体的指示を母国語で

外国人への情報伝達において、言語は大きな障

害となる。飛行機に乗った時の機内安全ビデオの

ように動画やイラストで伝える方法もあるが、防

災情報には言語的情報が欠かせない。防災の言葉

は内容が分かるだけではだめで、無関心な状態か

ら関心を呼び起こし、関心を最後まで保ち、理解

させ、迅速な行動につなげる必要がある。そのた

めには外国人が使い慣れている母国語で呼びかけ

ることが有効だ。たとえば名古屋市では防災情報

を含む生活ガイドを、英語・中国語、スペイン語、

ポルトガル語、韓国語、フィリピノ語、ベトナム

語、ネパール語・ルビ付き日本語で発行している

が、この程度の多言語化が理想である。アジアか

らの観光客やニューカマーが外国人の多数を占め

ている現状では、多言語化は避けられない。しか

し防災担当者の多言語対応が難しい中で、特に災

害時の呼びかけにおける多言語化は遅れている。

また多言語化は言語的翻訳だけではなく、意味

の翻訳も必要である。たとえばポルトガル語でも

同報無線の放送を行っている美濃加茂市では、「～

する見込み」というあいまいな日本語表現の直訳

では災害経験のないブラジル人には危機感が伝わ

らないとして、「～してください」と明確な指示

として伝えている（防災ガイド編集部， 2016）。

一方、弘前大学の佐藤和之氏らが進めている「や

さしい日本語」というものがある。これは、わか

りやすくかみ砕いた日本語にして防災情報を伝え

ようとする方法で、緊急的に情報を多言語化する

ことが難しいこと、定住者の多くが日本語をある

程度理解できることなどから、有効性が期待され

る。しかし、例えば「午前（ごぜん）○時（じ）○分

（ふん）　避難勧告（ひなんかんこく）が　出（で）

ました。逃（に）げることを　知（し）らせます。逃

（に）げて　ください。避難勧告（ひなんかんこく）

が出（で）たところ」（弘前大学人文学部社会言語

学研究室， 2017）というような表現が、ネイティ

ブの日本人にも最適なのか、あるいは、「避難勧告」

や「避難指示」などの言葉を平易な言葉に言いか

えるのは案外難しい、などの点もあり、マイナー

な言語を補う「もう一つの外国語」という位置づ

けなのかもしれない。

５．伝えるメディア

外国人への防災情報伝達に利用できるメディ

アとしては、登録制 E メール、防災アプリ、SNS、

同報無線、緊急速報メール、ウェブページ、広報

誌、配布物、対面相談等がある。事前の配布物や

広報誌の翻訳など、事前および復旧期については

多文化共生部門が多言語化を行っている。前述の

「災害時多言語支援センター」が初めて作られた

のは、2006年の中越沖地震の時であった（総務省，

2012）。

難しいのは災害の直前直後の緊急期である。た

とえば浜松市では、「防災ホットメール」という

登録制メールで、英語およびポルトガル語版を配

信している。あらかじめ対訳集を用意しておき、

必要に応じて国際化員が翻訳している。メールは

浜松国際交流協会にも送られ、協会の Facebook

にも掲載されている（内閣府定住外国人施策推進

室， 2016）。あるいは岐阜県高山市では、旅行者

が市内の無料 Wi-Fi に接続する際にメールアドレ

消防防災の科学
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スを登録させ、そこに災害情報を送ることで豪雨

災害時に成果を上げている（高山市， 2015）。登

録制メールは登録者数が限られる問題があるが、

普段使われている SNS の利用や無料 Wi-Fi の登

録などでそれを補なおうしてとしている。

最近では防災アプリを制作し、プッシュ式で情

報伝達しようという試みも広がっている。代表的

なのが観光庁が運営している旅行者向けの Safty 

tips というアプリだ。緊急情報としては気象庁の

出す情報で、緊急地震速報、津波警報、特別警報

などがある。旅行者に便利な天気予報、交通検索、

各種リンク集などもある。言語は日本語、英語、

韓国語、中国語（繁体）、中国語（簡体）に対応

している。同様のアプリは住民向けに港区、荒川

区、浜松市など各自治体も作成し、各種外国語に

対応している。メールと同様に、どれだけの外国

人がこれらのアプリをダウンロードしてくれるか

が最大の課題となる。

６．意外と簡単な同報無線の多言語化

緊急時の主要な伝達メディアである同報無線は、

多言語化すれば旅行者を含む外国人にも伝達が可

能だ。実際に外国人が多い岐阜県美濃加茂市、静

岡県掛川市などでは英語やポルトガル語でも同報

無線を放送している。たとえば2011年の大雨災害

時には美濃加茂市ではポルトガル語で避難勧告を

発出している（表４）。ここでは日本人への混乱

を防ぐために、ポルトガル語で話し始める際にそ

の旨を日本語で言うなどの工夫がなされている。

放送は外国語を話せる職員が行っているが、外国

語に対応できる職員の確保が問題となる。

この問題に対し、群馬県大泉町では読み上げソ

フトで対応しようとしている。あらかじめ用意し

た定型文を「音声読み上げソフト」で読み上げ、

同報無線から放送しようとする試みだ（東京新聞

2017.1.23）。近年、読み上げソフトの性能は非常

に高くなっている。多言語に対応するソフトは数

多く出ているが、たとえば Voice Text （HOYA）

というソフトを試してみると、読み間違いはなく、

スピードも調整でき、文に空白を入れればその分

無音の時間を作ることもできる。少し性能のよい

PC スピーカーで再生すれば、そのまま同報無線

のマイクから放送できそうな音質である。これな

ら避難場所など必要な部分をパソコンで入れ替え

表４　同報無線の放送例　（岐阜県美濃加茂市2011年11月）　　内閣府（2016）より

放送文 日本語訳

日本語：これより、ポルトガル語による�放送を行います。

ポ語：Este | é um informe | da Prefeitura de Minokamo.
O nível da água | do Rio Kamo | está aumentando.
Às 22:15h | foi dado o ALERTA DE REFÚGIO |
para os moradores de Fukada-cho 3 e | Kusabue-cho 3, 4
As pessoas idosas | ou aqueles que necessitam de tempo |
para se refugiar,
devem se dirigir | imediatamente ao |
Centro de Atividades Públicas Chuo | (Chuo Kominkan)

日本語：これより、ポルトガル語による�放送を行います。

ポ語：広報みのかもからお知らせします。

ただ今、加茂川の水位の上昇により

１０時１５分に深田町３丁目、

草笛町３丁目、４丁目に避難勧告を発令しました。

お年寄りの方などの

避難に時間がかかる方は、

直ちに中央公民館へ

避難してください。

図３　観光庁 Safety tips のチラシ

http://www.mlit.go.jp/common/001063852.pdf
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れば柔軟な放送ができるし、語学担当者も不要で

ある。

そのために準備しておかなければならないのが、

対訳の文例集である。各市町村では同報無線の文

例集が地域防災計画の資料編や、マニュアルにあ

るが、それを多言語化しておく必要がある。気象

庁・内閣府・観光庁（2015）では緊急地震速報と

津波警報に関して、英語・中国語・韓国語・スペ

イン語・ポルトガル語の対訳集を作っているが、

避難勧告編はないようだ。内閣府では「避難勧告

等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」で

日本語の呼びかけ文例を作っているので、まずは

これを多言語化してもらいたい。それをウェブ上

に載せ、読み上げソフトにコピー・ペーストして

固有名詞を入れれば、簡単に同報無線の多言語化

をすることができるのではないだろうか。

７．始まったエリアメールの多言語化

緊急時のプッシュメディアとして有力なのが緊

急速報メールである。その主な発信元は気象庁（緊

急地震速報・津波警報・特別警報）と各自治体（避

難勧告等）である。NTT ドコモでは緊急速報メー

ルの多言語化を進めている。2015年から気象庁が

出す緊急地震速報と津波警報を英語・中国語・韓

国語・スペイン語・ポルトガル語の５ヶ国語と「や

さしい日本語」で発信するようになった。通常の

使用言語をこれらの外国語に設定している端末で

は、特に操作しなくても緊急速報メールがそれに

沿った言語で表示され、音声ガイダンスも各国語

で鳴る（表５）。（「やさしい日本語」については

エリアメールソフトの設定が必要である）。さら

に2016年からは各自治体が発信するエリアメール

について、翻訳機能が追加された。対応言語は英

語・中国語、韓国語の３ヶ国語である。着信した

表５　エリアメールの多言語送信一覧表　津波警報の例
（NTT ドコモホームページ https://www.nttdocomo.co.jp/service/areamail/tsunami_warning/index.html より）

消防防災の科学
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エリアメールの下に表示される「翻訳」ボタンを

押し、言語を選択してもう一度「翻訳」ボタンを

押すとその言語に翻訳される（図４）。いずれも

対応端末は android 4.1以降のもので、iPhone は未

対応である。まだ対応している端末や事業者が限

られているという問題があるが、何の設定もせず

に緊急速報メールが母国語で表示されるようにな

れば、外国人への情報提供は格段に進歩するとい

えるだろう。

８．手軽な SNS の公式アカウント

外国人への伝達メディアとして手軽なのは、ツ

イッター、Facebook、ウェイボー（微博）、ウェ

イシン（微信）などの SNS に公式アカウントを

作って伝達することである。防災アプリのインス

トールはスマートフォンのメモリを消費するため

に敬遠される上に、旅行者の多くを占める中国

人のスマホではそもそも App Store や Google Play

等の外国のアプリケーション・ストアが使えない。

そこで、普段、外国人が使い慣れていて、プッ

シュ通知も可能な、SNS を利用する。ビザの申請

時や住民登録の手続き時に、QR コードを使って

フォローしてもらえば、効果的に運用できるので

はないだろうか。
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はじめに

　日本を訪れる外国人観光客は、2016年には2,400

万人を超えた。国内で働いたり学んだりしている

外国人も130万人前後に上る。2020年には東京オ

リンピック・パラリンピックが開催され、さらに

１日あたり100万人近い外国人来訪者が見込まれ

ている。

　このように多数の外国人がいるところで火災や

地震が起こったとき、避難誘導はどのようにすれ

ばよいのだろうか。

　総務省消防庁では、昨年度、「外国人来訪者等

が利用する施設における避難誘導のあり方等に関

する検討部会（以下「検討部会」）」を設け、今年

度にかけて検討を行っている。

　私はその座長を仰せつかっているためか、今回、

本誌から表題のようなテーマで原稿を依頼された。

最終報告書は来年３月にまとまる予定だが、本稿

では、今年３月にとりまとめた検討部会の骨子と

今年度検討中の内容をもとに、私自身の考えを加

え、施設の管理者に読んでいただくことを念頭に、

現時点での考え方を整理してみた。

　なお、検討部会では、「外国人来訪者等」の中

に身体が不自由な方も含めて検討しているが、今

回は外国人の避難がテーマということなので、「外

国人来訪者等」を「外国人観光客」と「日本で働

いたり学んだりしている外国人」という程度の意

味で用いることとし、身体が不自由な方の避難誘

導等については別の機会に譲ることとする。

避難誘導が必要になる状況

　施設利用者は、通常、火災発生時にはその旨を

知らせる自動火災報知設備の警報音や非常放送等

を聴くことなどにより、地震発生時には緊急地震

速報や揺れを体感することなどにより、異常事態

の発生を認識して避難等を行う。ところが、外国

人来訪者等の場合は、日本語音声だけでは異常事

態の発生に関する情報を十分に理解できず、避難

路を示す誘導灯やサインなどを理解できない可能

性もあるため、災害時の情報の伝達や避難誘導に

ついて特別な配慮が必要になる。

　特に地震については経験がなく、建物がすぐに

は倒壊しないように造られていることも、地震後

に施設でどんなことが起こるか※も知らない外国

人も少なくないと考えられるため、伝達内容や方

法には工夫が必要である。

※　地震発生時に施設で発生する可能性のある事

態

・ 収容物の転倒や落下、移動などに伴う死傷

者等の発生

・ 火災などの二次災害

・ エレベーターの停止（閉じ込め）

・ 停電や余震などによるパニック　

　日本では他にも様々な自然災害が起こる可能性

があり、最近ではテロが発生したりテロの予告が

あったりする可能性もあるが、検討部会ではとり

あえず火災と地震に絞って検討しているため、本

稿でも同様とする。

□外国人来訪者等の避難誘導のあり方

東京理科大学総合研究院教授　博士（工学）　小　林　恭　一

特　集 外国人と防災
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避難誘導の内容は施設の実態に応じて考

える

　外国人来訪者等の避難誘導を考えるには、まず、

自分の施設の実態を整理するのが基本である。そ

の上で、それを踏まえて災害発生時の外国人来訪

者等への情報伝達や避難誘導の内容や方法につい

て検討し、施設の実情に応じてハード面の対策を

講じたり、従業員の教育・訓練などソフト面の対

策を講じたりすることになる。

　自分の施設の実態としては、以下のようなもの

がある。なお、地震については、耐震改修などを

行い、予想される最大級の地震でも建物自体は倒

壊しないようにしておかないと、避難誘導の内容

自体を考えることができない。

・施設利用者の状況（施設の用途、規模、利用

者数や利用者の特性、外国人の利用状況など）

・避難誘導する側の状況（防災センターや放送

設備の整備状況、自衛消防隊の設置状況など）

・避難路の状況（廊下や階段の位置、バルコニー

の位置、非常用エレベーターの位置、避難階

段や特別避難階段と付室の位置、避難器具の

位置や使い方など）

・火災を消火したり制御したりする設備等の状

況（スプリンクラー設備、屋内消火栓設備、

排煙設備、防火戸や防火シャッターなど）

避難誘導等は「やさしい日本語」で

　以前は、外国語と言えば英語一辺倒だったが、

最近の外国人来訪者等は、アジアからの来訪者等

も急増しているため、英語だけでよい、というわ

けにはいかなくなっている。昨年度の検討部会で

は、英語のほかに韓国語や中国は必須だろうし、

スペイン語やロシア語などを検討する必要もある

のでは？などという話も出た。

　ヨーロッパのホテルや観光地では、現地の言葉

のほかに、その施設の利用者の実態に合わせて数

カ国語で説明がなされているのが普通だし、日本

でも既にそうしている施設も増えている。

　しかし、緊急時の放送となるとそうはいかない。

「〇階で火災が発生しました。係員の指示に従っ

て落ち着いて避難してください。」などというフ

レーズ一つとっても、その後に何カ国語かで続け

て放送すると、自分の理解できる言葉が再び放送

されるまでに数十秒もかかってしまう。一度聞き

逃すと、次に必要な情報を得られるまでに、危険

が迫って来る可能性すらある。

　録音なら何カ国語かに対応できる可能性もある

が、ライブで放送するなら、外国語はせいぜい一

種類が精一杯だろう。慌てて間違った指示もしや

すくなるし、正しい外国語なら相手が正確に理解

してくれる、というわけでもなさそうだ。

　というわけで、よく考えてみると、外国人来訪

者等が多いからといって、緊急時の放送を何カ国

語かで行えばよい、というわけにはいかないこと

がわかってきた。

　このため、検討部会では、現在、緊急時の放送は、

「やさしい日本語」だけか、せいぜい「やさしい

日本語とやさしい英語（Plain English）」だけ、を

原則としたらどうか、他の言語については、施設

の利用者の実態に応じて付加してもよい、という

程度にしたらどうか、という方向で検討している。

　「やさしい日本語」とは、小学校３年生がわか

るような日本語で話すということだ。例えば、現

在は「〇階で火災警報器が作動しました。ただい

ま係員が確認中です。次の放送に注意してくださ

い。」などと言っているところを、「〇階が火事か

も知れません。本当に火事か確かめています。火

事かどうかわかったらお知らせします。」などと

言うのである。

　検討部会の一員である弘前大学の佐藤和之教授

の研究によると、こういうやさしい日本語なら、

日本滞在１年程度の外国人なら80％以上が理解で

きるということだ。もちろん来日したばかりの外

国人観光客の中には全く理解できない人も多いだ
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ろうが、「やさしい日本語」で状況を知った外国

人が、母語で近くの外国人に教える、ということ

が繰り返されれば、下手な外国語を無理して使う

より、避難者全体としての状況理解度はずっと高

くなるということだ。

　同じような考えで、アメリカでは緊急時には

Plain English で状況を伝えるようになっていると

いうことで、検討部会では、外国語を付加するな

ら Plain English がよい、という方向になっている。

　「やさしい日本語」なら、少し練習すればライ

ブで状況を伝えることも難しくない。小学校３年

生に話すつもりで話せばよいからだ。様々な状況

を想定して多言語で放送文を作成し録音しておく、

などということに比べればずっと容易で効果も高

いに違いない。

外国人来訪者等への非常時の伝達手段

　異常事態が発生した場合には、外国人来訪者等

にその旨を伝える手段が必要である。これについ

ては、デジタルサイネージやスマートフォンなど

様々な新しい手段も登場しているので、これらも

含めて以下に整理する。　

１　音響による警報

　自動火災報知設備のベルが最も典型的なもので

ある。火災の発生を感知器が感知すると、ベルや

サイレンなどの音響により警報するのは世界中で

共通している。ただ、しばしば火災でないのに警

報音が鳴ることがあるため、警報音を聞いただけ

ですぐに避難行動に移ることは前提とされていな

い。火災発生場所との関係、避難路のキャパシティ

などもあるので、避難を開始するかどうか、避難

するなら優先度の高いのはどの場所にいる人か、

どのような避難経路を使用すべきか、などという

ことについて、何らかの二次的な手段により伝達

することが必要である。それが「避難誘導」である。

　

２　放送設備

　非常放送は、「避難誘導」のための最も基本的

な手段である。消防法では、地下街、高層ビル

又は利用者多数のビル（用途により、300人以上、

500人以上、800人以上などと区分されている）に

ついては、非常電源や耐熱電線など火災時にも使

える措置を講じた放送設備の設置を義務づけてお

り、通常、防災センターから放送する。消防法で

義務付けられていなくても、業務上の必要から館

内放送設備を設置している施設も多い。

　非常時には、これらの放送設備を使って、利用

者に、異常事態の発生、避難開始、避難時の留意

事項などを伝達するのが基本である。

　非常放送は、異常事態が発生した場合に、その

状況を的確に把握して、適時適切に放送すること

が期待されているのだが、これは実際には極めて

難しい。本当は、避難者のいる場所に応じて避難

の優先度や避難経路まで非常放送で行えるとよい

のだが、普通は「〇階〇〇で火災感知器が作動し

ました。ただいま確認中ですので、次の放送に注

意してください。」とか、「〇階〇〇で火災が発生

しました。落ち着いて、係員の誘導に従って避難

してください。」という程度が精いっぱいのようだ。

　だが、警報音だけではどうしたら良いのかわか

らない利用者にとっては、この程度でも有益な情

報になる。「火事かどうか確認中」、「火事だから

避難しなければならない」、「係員が誘導してくれ

る」などという情報が入っていれば、当面、必要

十分だと言えるかも知れない。

　外国人来訪者等を対象とした避難誘導の場合は、

この放送を「やさしい日本語」で行う、というこ

とになる。Plain English でも放送できるとベター

だが、間違えると危険な状況になる可能性もある

ので、自信がないならとりあえず日本語だけにす

るか、Plain English については例文を作成したり

録音で対応したりする方が良いかもしれない。

　最近の自動火災報知設備の中には、音響でなく

音声で知らせるものもある。この場合は、「やさ

消防防災の科学
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しい日本語」や Plain English の録音音声で知らせ

ることになる。

３　デジタルサイネージ

　デジタルサイネージとは、平常時は施設内の各

所で広告や観光情報等を表示する画面として活用

している液晶テレビなどを、緊急時には、画面に

災害情報や適切な避難方向などを表示させ、これ

らの情報を避難者に伝達しようとするものであ

る。多言語を幾つか同時に表示することも可能だ

し、平面図や立面図、見ている人の位置、防災セ

ンターの総合操作盤の情報などと連動した火災の

発生位置、煙拡大の状況などを表示することも可

能である。

　音声情報に比べて飛躍的に情報量を増やすこと

ができるが、それだけに、緊急時の情報内容と優

先順位、非常放送との連携の仕方、「やさしい日

本語」や「Plain English」と他の言語とをどう使

い分けるか、画像表示の順番や方法、色使いなど、

検討すべき事項が多く、今年度の検討部会で検討

中である。

４　自衛消防隊員による避難誘導

　大規模な施設で多数の利用者がおり、避難路も

複数ある場合は、自衛消防隊により避難者を直接

誘導することが必要になる。

　自衛消防隊員は、普通、警備員や施設従業員の

うち、消防計画で避難誘導の役割を割り振られ

た者である。緊急時には、避難の開始とその方

向、必要な場合の一時待機の指示、避難弱者がい

る場合の優先順位の指示や手助け、不心得者の統

制、状況によっては避難器具のセットや使用の手

助けを行うことなどにより、避難者を制御したり

サポートしたりして、全員無事に安全な場所まで

避難させることが求められている。

　避難者に外国人来訪者等が含まれていれば、こ

こでも「やさしい日本語」が頼りになるが、緊急

時に多数の群衆を制御することは、相手が日本人

だけでも難しいことなので、外国人来訪者等が予

想される場合には、いっそうの訓練が不可欠であ

る。

フリップボードを用いる

　フリップボードとは、災害が発生した旨や避難

の方向などを示した手持ちの看板のことである。

　

　あらかじめ、避難方向などを示した図記号（ピ

クトグラム）や簡単な文字情報を用いてフリップ

ボードを作成しておき、要所に立った自衛消防隊

員がボードを示しながら、身振り手振りと「や

さしい日本語」で避難誘導する。文字情報の言

語は平仮名をふった「やさしい日本語」と Plain 

English で十分だが、特定の外国人が多いなど施

設の特性によっては、他の言語を併記することも

簡単である。

　費用がほとんどいらない手軽な補助手段だが、

実験してみると、避難者の理解度は極めて高い。

お勧めである。
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多言語翻訳機能付き拡声器

　これは、入力（話しかけた）音声等を指定した

言語に翻訳して拡声することができる賢い拡声器

（メガホン）である。複数言語への翻訳が可能な

ものもあるが、一度聞き逃すと次に理解可能な言

語が聞こえて来るのに時間がかかるという、先述

と同じ問題がある。１つの拡声器は一言語のみに

対応させるなど、拡声器の数や自衛消防隊員の状

況、どの場面で使用するかなどに応じ、「やさし

い日本語」との使い分けなどを検討しておく必要

がある。

　本当に緊急を要する避難誘導の初動時にも有効

だと思うが、少し落ち着いた場面で、今の状況を

丁寧に説明する時に使うことに適しているのかも

知れない。

５　スマートフォン

　避難者の持っているスマートフォンに特定のア

プリをダウンロードしておいてもらい、緊急時に

はそれを使って情報伝達をする、ということも可

能になっている。

　自動翻訳機能を使えばかなり複雑な内容も所有

者の言語に翻訳して伝えることができるし、自分

の位置情報も平面図上で把握できる。防災セン

ターの総合操作盤の情報と連動することも可能で

ある。位置情報と合わせれば、デジタルサイネー

ジと同等以上の情報を、個人個人に合わせて個別

に伝達することもできる。

　来日時に、日本の観光情報や地下鉄の乗り方、

日本語の簡単な挨拶など観光客に役立つアプリを

ダウンロードしてもらい、緊急時にはその中に仕

込んだ緊急時用アイテムを活用するようにしたら、

などということも考えられている。

　うまく仕組めば可能性は無限にありそうだが、

日進月歩の世界であるだけに、検討事項は多い。

あまり欲張らずにできるところから始め、必要な

ら修正し、可能になったら機能を拡張する、など

という、アプリの特性を活かした弾力的な対応の

方が良いかも知れない。

おわりに

　外国人の避難誘導には多言語化が不可欠と考え

ていたが、検討部会で検討するうち、「やさしい

日本語」とフリップボードなどが意外に効果的な

ことがわかってきた。ある程度の訓練は必要だが、

費用がかからず、効果は極めて高い。火災や地震

だけでなく、その他の災害やテロ等の避難の際に

も簡単に応用できる。

　これなら、大規模な施設だけでなく、外国人来

訪者等の訪れる可能性がある小さな施設でも対応

可能だろう。関係の施設は、「オリンピック・パ

ラリンピックまでには」などと言わず、今すぐに

でも準備を始めたらいかがだろうか。激増する外

国人来訪者等の安全を守ることは、世界有数の災

害大国日本に来て頂いた方々に対する必要不可欠

なおもてなしだと思う。
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平成28年４月14日午後９時26分、16日午前１時

25分に発生した最大震度７の２回の凄まじい揺れ

と4000回以上の余震が、熊本・大分地方を襲った。

当該熊本地震の人的被害は死者50人、関連死189

人、負傷者2,712人、家屋被害は196,785棟（平成

29年９月１日、熊本日日新聞より）。熊本県全体

の避難者及び避難所数のピークは、本震後17日朝

で、183,882人及び855箇所（内閣府ホームページ

より）。最も避難者及び避難所数が多かった熊本

市（108,266人及び254箇所）では、熊本市地域防

災計画に基づき、熊本市国際交流会館（以下、会

館という）に外国人避難対応施設（以下、会館避

難所という）が開設された。

本稿では、会館避難所で展開された外国人被災

者支援活動から見えてきた「避難所における外国

人対策」について考察する。

熊本の外国人の状況

震災前の熊本県内の在住外国人数は10,767人

（平成27年12月現在、法務省入国管理局ホーム

ページより）、国籍別では中国4,195人、フィリピ

ン1,411人、ベトナム1,250人、韓国936人の順に

多く、99カ国の国と地域の出身者であった。在留

資格別では、技能実習3,458人、永住者2,869人、

留学1,115人、日本人の配偶者等762人の順であっ

た。

会館避難所が開設された熊本市は、熊本県の西

北部に位置し、サービス産業が中心の人口73万人

の政令指定都市である。震災前の在住外国人数は

4,497人（平成28年４月１日現在、熊本市ホーム

ページより）で、熊本県内在住外国人の半数近く

を占めていた。

外国人被災者には、在住外国人に加え、観光等

で一時的に訪日中の外国人も多くいた。本震後夜

が明け、会館には、熊本県外へ移動するための交

通情報を求めて、100人を超える中国、韓国、タ

イ、フランス、アメリカ等からの団体旅行者や個

人旅行者が殺到した。彼らの殆どは、公共交通機

関が完全麻痺状況の中、タクシーやバスを手配し

熊本県外へ移動して行った。

震災後の熊本県の在住外国人数は11,662人（平

成28年12月現在、法務省入国管理局ホームペー

ジより）となり、前述した震災前の10,767人より

895人増加している。震災直後一時的に熊本を離

れた在住外国人が、５月中旬過ぎには会社や学校

が再開され、普段の生活が取り戻されたことに加

え、半年を過ぎた頃から被災した建物の解体作業

が進む中、土木建築現場で働く外国人技能実習

生が急増したことが要因と考えられる。（震災発

生前後の際立った変化：ベトナム国籍1,068人増、

技能実習895人増）

会館避難所の開設、運営状況

熊本市地域防災計画※（注）の「大規模な災害発

□避難所における外国人対策

～熊本地震における外国人被災者支援活動報告～

一般財団法人熊本市国際交流振興事業団 

事務局長　八　木　浩　光

特　集 外国人と防災
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生時には会館が観光文化交流局対策部（現政策局

国際課）により外国人避難対応施設として開設」

という規定を根拠に、前震後４月15日午前１時、

本震後４月16日午前４時に会館避難所が開設され

た。会館避難所運営については、明確な規定がな

く、会館を管理運営していた当事業団が担うこと

になった。当事業団は、総務省の定める行政・民

間をつなぐ地域の国際交流を推進する中間的支援

組織（地域国際化協会）として、普段より在住外

国人家庭への「赤ちゃん訪問」事業での通訳派遣

等熊本市の各関係部署と連携協力し多文化共生社

会構築を推進していた。特に、災害時に必要な在

住外国人の居住データ情報を熊本市と共有してい

た。熊本市、あるいは当事業団のどちらか一方だ

けでは難しかった会館避難所の運営を、「公設民

営」によって可能としたのであった。

尚、震災後、会館避難所の運営方法と経費負担

を明確にするため、熊本市と会館指定管理者（当

事業団とビル管理警備会社のＪＶ）で災害時の避

難所開設運営の協定書を締結することになった。

会館避難所の運営状況は、前震時、避難者は韓

国人３人と日本人１人であった。韓国人は会館近

くに住んでいた当事業団でインターンシップ活動

中の学生で、余震が続く中、不安と恐怖でテーブ

ルの下に身を寄せ一睡もできなかったようだ。夕

方には状況も落ち着き避難者全員が出所し、さら

に大きな地震が来るとは想像もできず、会館避難

所は夜10時に一旦閉鎖したのであった。ところ

が、３時間半後に本震が発生し、会館避難所を再

開設すると一斉に20人以上の日本人が避難してき

た。その後は、４月末の閉鎖まで24時間連続で運

営し、延べ800人近くが避難宿泊することになる。

外国人避難宿泊者数は４月17日夜の40人を最大に、

延べ350人を超えた。会館は、熊本城や商業施設

に隣接し住宅地から離れていることから、本来は

災害支援情報を多言語化し各避難所の外国人避難

者へ届ける災害多言語支援センターの役割と文化

の違いから一般の避難所生活に問題を抱えた外国

人を受け入れたりする一時避難所の役割を担うこ

とが想定されていた。しかしながら、前述のとお

り訪日・在住の外国人、日本人被災者が殺到した

ことから、24時間連続の避難所を解放することに

なったのである。

会館避難所開設に際し、総務省の外郭団体であ

る自治体国際化協会が作成した災害時多言語シー

トから「案内」「受付」「トイレ」「水」等の案内

を英中韓の多言語で印刷し、館内の必要箇所に表

示した。（自治体国際化協会災害時多言語支援情

報のホームページ：http://dis.clair.or.jp　日本語

を含めた14カ国語での災害時多言語表示シート、

ピクトグラフや多言語避難者登録カードと食材の

絵文字がダウンロードできる。）会館避難所での

会館避難所のタンザニア人とバングラデシュ人の家族

 （熊本市）

外国人避難者への聞き取り調査の様子（熊本市）

消防防災の科学
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支援活動では、特に以下の５点に留意・対応する

こととなった。

①　情報収集と多言語化：避難所や銭湯の場所、

給水や物資配給の場所・時間、公共交通機関

の状況等の情報を収集、多言語化し、会館避

難所の情報ボードや当事業団のホームページ

へ掲示、災害メールで配信した。

②　異文化への配慮：外国人避難者にはイスラム

教徒がいたことから、配給食料に含まれる食

材を説明し、炊き出しでは肉の入らないメ

ニューを提供した。

③　24時間体制で多言語対応できる運営体制の構

築：スタッフも被災者であることから各事情

を加味し負担が少ない体制構築（夜間の配置

ローテーション等）とケアが大切となった。

④　外国人避難者への聞き取り調査：それぞれの

不安な状況に寄り添いながら、１日も早く普

段の生活を取り戻せるように支援した。

⑤　マスコミ・大使館等外部機関への対応：外国

人被災者支援活動に関連し、多くの外部機関

からの問い合わせに追われることになった。

外国人被災者が抱えた課題と対応

上記項目④の外国人避難者への聞き取り調査よ

り見えてきた外国人被災者が抱えた課題とその課

題への対応、また対応の過程で外国人被災者の

「多文化パワー」により元気づけられた理想的な

「多文化共生社会」の縮図を以下、紹介する。

会館避難所の最大避難宿泊者数は、本震後の４

月16日の夜で中国人13人、バングラデシュ人12人、

韓国人６人、タンザニア人３人、台湾人２人、カ

ナダ人・ロシア人各１人の外国人38人と日本人

109人の合計147人であった。その後、当事業団の

ホームページや災害メール、外国人コミュニティ

間のＳＮＳで、多言語で対応している会館避難所

の情報を知り、フランス人、エジプト人、フィリ

ピン人、スリランカ人、アメリカ人、ニュージー

ランド人、アイルランド人、マレーシア人が避難

してきた。

各外国人避難者への聞き取り調査は、会館避難

所が一時的避難所であったこと、また一日も早く

日常を取り戻してもらうことを目的に翌４月17日

の午後から開始した。当事業団が本来実施すべき

市内全体の外国人被災者の安否確認や各避難所へ

の多言語情報提供を行う災害多言語支援センター

業務への移行を見据えたものでもあった。

聞き取り調査から、２つの大きな課題が浮かび

上がった。

◦　地震への恐怖と今後地震が起こるかもしれな

いという精神的な不安

◦　自宅・アパートが壊れた、今後住み続けてら

れるかという物質的な不安

一見、日本人被災者にも共通する課題であるが、

食料配給に並ぶ避難者（多言語表示）（熊本市）ハラール（イスラム法上食べることが許される食材を

使用した）弁当（熊本市）
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外国人被災者は、言葉や文化の違い、地震対応へ

の情報量の少なさから日本人被災者以上に深刻な

不安と恐怖を感じたのであった。

言葉は、テレビや避難所での災害情報がすべて

日本語であったことである。日常生活では日本語

に困らない外国人も、避難所での漢字混じりの

案内文、早い日本語アナウンスに困惑し、「給水

所」「物資の配給」等普段使わない言葉が多くス

トレスを感じていた。多言語対応に加え、ジェス

チャーを入れて日本人が率先して外国人被災者を

安全誘導することが必要である。また、普段の生

活から外国人にも分かりやすいやさしい日本語や

話し方を日本人側が学び、実践を重ねておくこと

が重要である。

文化は、避難所それ自体への理解度が異なった

点がある。日本では学校や市民センター等公的な

施設が避難所となることを知らず、教会や公園に

避難した外国人被災者が多かった。母国でのコ

ミュニティの中心が教会であったり、震災時に建

物に入る危険性を感じたり、文化的違いが要因で

あったと考えられる。また、避難所で水や食料の

配給があることを知らなかった外国人被災者も多

かった ｡

彼らの地震対応への情報量の少なさは、母国で

地震体験が少なかったり、防災訓練を受けたこと

がなかったりすることから不安を増幅された。地

震を含め日本の自然災害への知識は、多言語化だ

けでは対応できない。普段から外国人・日本人住

民が一緒に災害のメカニズムを学んだり、防災訓

練に参加したり、支え合う関係作りをしておくこ

とが最も大事であると考える。

会館避難所では、外国人避難者が、他家族の子

供のお世話をしたり、炊き出しのお手伝いをした

り、他者に役立つことで元気を取り戻し、笑顔に

なっていった。会館外でも、熊本大学避難所で留

学生が運営を手伝い英会話や体操をコーディネー

トしたり、熊本イスラミックセンターは全国のイ

スラム教徒同胞から届いた支援物資を避難所に配

布に回ったり、多文化パワーが発揮された。

今後の多文化共生社会に求められること

日常が戻った頃から、熊本地震を体験した在住

外国人が口を揃えるように、「熊本地震は本当に

怖かった。でも、家や財産を失ったより深刻な日

本人が自分たちを助けてくれた。」「地震の後、道

ですれ違う日本人が“大丈夫！？”とやさしく声

をかけてくれるようになった。」「熊本地震は本当

に怖かったが、素晴らしい経験だった。熊本、あ

りがとう！」と話してくれる。外国人は、言葉や

文化の違いから災害弱者かもしれない。しかし、

日頃から彼らと交流しながら、共に支え合うこと

ができる社会を構築していくことで彼らは災害弱

者ではなくなる。今年６月から、当事業団は、外

国人・日本人住民が共に集い、日本語での交流を

とおして多文化共生社会の拠点となる日本語教室

活動を行っている。「お勧めの場所」「災害から身

を守る」等身近なテーマで日本語でのコミュニ

ケーションを楽しみながら、災害時にも支え合い

減災となる「つながり」を構築する試みである。

熊本地震での外国人被災者支援活動を振り返りな

がら、「多文化パワーが活きる社会」から「誰一

人置き去りにしない社会」をめざしたい。

炊き出しで中国料理を作る中国人避難者（熊本市）

消防防災の科学
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※（注）熊本市地域防災計画抜粋：
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　本稿は、東日本大震災発災時の仙台市に住む外

国人住民への対応等を述べるとともに、その後の

防災対策の取り組みについて概観するものである。

　なお、仙台市では、現在、外国人住民に対する

防災啓発・災害時の支援は文化観光局交流企画課

が所管しており、地域国際化協会への委託または

同協会の事業としてともに実施している。また、

平成27年４月、本市の地域国際化協会は合併によ

り新法人を設立したため、本稿においては平成27

年３月までは仙台国際交流協会と、それ以降は仙

台観光国際協会と記載する。

１.本市に居住する外国人の概況

　本市の外国人住民数は11,972人（平成29年４月

末現在）となっており、市内全人口に占める割合

は約１％である。

　震災前（平成22年４月末時点）の外国人住民数

は10,205人だったが、震災直後（平成23年４月末

時点）には9,580人となった。

　本市の特徴として、外国人住民数のうち、在

留資格が留学の者が4,087人と全体の３割を超え、

他都市と比較すると留学生の割合が高くなってい

る。

　これは、本市と他地区の都市を比較した場合、

他都市は企業などの実習生や労働者が多いが、本

市の場合は大学や日本語学校・専門学校などで学

ぶことを希望する外国人住民が多いためである。

　なお、昨今の日本全体の傾向としてベトナム人

やネパール人が増えており、本市においても、震

災後（平成29年４月末現在）の国別人口の上位

４カ国は、中国31.3％、韓国16.7％、ベトナム

11.5％、ネパール9.5％となっている。特に、本

市ではベトナム人・ネパール人の留学生が急増し

□「東日本大震災前後における外国人住民を

対象とした防災への取組」

仙台市文化観光局交流企画課

特　集 外国人と防災

図表１　本市における外国人住民の状況（平成29年４月末現在）

消防防災の科学
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ており、留学生全体のうち、約４割をベトナム人

とネパール人が占めている。

２．震災前の取り組み

①防災・災害対応に関する取り組み

　本市における震災前の主な取り組みは以下のと

おりである。

●災害時言語ボランティアの育成

●外国人住民への多言語防災情報の発信

・多言語防災パンフレットの配布

・FM ラジオでの多言語情報発信

・多言語防災ビデオの作成（DVD・YouTube）

・災害時多言語表示シートの作成・配布

・生活オリエンテーションの実施

●地域防災訓練への参加

●関係団体とのネットワークづくり

●災害多言語支援センターの運営準備

　外国人住民への多言語防災情報発信にあたって

は、適宜、関連部署と情報交換をしながら多言語

化や情報発信体制の整備を進めてきた。平成20年

には、市と仙台国際交流協会との共同事業として、

災害時に避難所の外国人支援に使用できる「災害

時多言語表示シート（９言語）」を作成し、指定

避難所に配布した。シートでは、使用頻度が高い

と思われる52の文例が、日本語、やさしい日本語、

中国語（繁体字）、中国語（簡体字）、韓国・朝鮮

語、ロシア語、スペイン語、タガログ語で表示さ

れており、誰かがその都度翻訳しなくても、その

場で紙を見せるだけで「このトイレは使えます」

「この水は飲めません」などの情報を伝えること

ができる。

　これらの取り組みを通して、外国人住民の防災

意識の啓発、知識の向上、災害時における外国人

支援のための体制整備や環境づくりを図ってきた。

３．発災時における外国人の行動

①仙台国際交流協会

　震災直後の３月11日21時30分、言葉や習慣の違

いから情報を入手しにくいため支援を受けられな

い恐れがある外国人に対し、多言語による情報提

供を通じ支援を行うことを目的として、仙台国際

センター内に災害多言語支援センターが開設され

た。

　災害多言語支援センターは、本市より仙台国際

交流協会に指定管理事業として委託されており、

災害発生時は同協会によって運営されることと

なっていた。東日本大震災発災時は、同協会によ

り運営され、避難所などの巡回や多言語による情

報発信などを行った。

　避難所の巡回は１日に朝夕と２回程度で英語・

中国語・韓国語のスタッフ、および仙台国際交流

協会の職員による４名のチームを２～３チーム編

成し、市内中心部の大規模な指定避難所、市民セ

ンター、留学生会館、店舗、市営住宅、教会・モ

スクなど、外国人の避難が多いと想定される場所

を選定し、巡回にあたった。巡回にあたって仙台

国際交流協会は自動車を所有しておらず、同協会

職員の自家用車や自転車で巡回した。巡回活動で

は、外国人グループ１つ１つから個々の避難者の

情報を聞き取り、相談対応などを行った。

　本市の災害対策本部から日々送信されてくる

FAX 情報を、仙台国際交流協会の職員が取捨選択

し、災害時言語ボランティアや留学生たちが多言

語化し発信した。り災証明に関する各種様式の翻

訳は、この分野の専門知識を持たないボランティ

アには困難だったことから、この種の情報につい

ては、外部の専門機関や関係団体（東京外国語大

学、弘前大学、ＮＰＯ法人多文化共生マネージャー

全国協議会など）に翻訳を依頼した。翻訳は、基

本的に英語・中国語・韓国語で行われ、各言語に

おいて常時２名を確保するシフトで行われた。

　また、前述したラジオ局 Date� fm と仙台国際
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交流協会は平成17年から防災啓発番組”Sunday�

Morning� Wave”内で外国人ゲストを紹介し、外

国語で防災アドバイスを放送するという企画”

GLOBAL� TALK”を行っており、発災時、同協会の

職員と仙台国際センターに自発的に集まっていた

留学生数名とラジオ局に向かい、Date� fm の協力

のもと、外国語による余震や津波への警戒の呼び

かけを行った。

　震災時の経験を踏まえ、その後も多言語での防

災啓発ツールの改訂・配布や、防災訓練の実施を

通じた大学や地域などとの連携強化など、さまざ

まな取り組みを行っている（詳細後述）。

②外国人の避難行動

　外国人が多く集まっていたのは、比較的外国人

住民が集住している地域の避難所、具体的には近

くに大学が存在する片平丁小学校（青葉区）、国

見小学校（青葉区）、また外国人研究者および留

学生用宿舎である東北大学国際交流会館近くの三

条中学校（青葉区）、そして東北大学国際交流会

館（青葉区）などであった。そのため、一部の避

難所では、避難所へ避難した日本人が、外国人が

多く避難している様子を見て困惑し、自宅へ引き

返すという状況も発生していた。

　また、今回の震災においては、福島第一原発事

故の影響により被災地を離れた外国人が見られた

一方で、市内に留まり、被災地の支援活動に従事

した外国人もいて、日本人と同様に外国人につい

てもさまざまな行動が見られた。

③避難所における外国人

　避難した外国人のなかには、配布食料を多めに

確保してしまう、ごみを片付けない、避難所内で

騒いでしまうなど、日本のルールやマナーに反す

るような外国人の行動も一部に見られた。外国人

の場合はそうした行動がいっそう目立ってしまう

傾向があることも考えられるが、言語や文化、生

活習慣の違いを超えて避難所生活のルールを共有

することも課題として浮かび上がった。

　また、避難所によっては避難所運営側が外国人

避難者の存在に気付いておらず、災害多言語支援

センターのスタッフが避難所を巡回した際に初め

て外国人避難者の存在に気付いた、というケース

もあり、外国人避難者に十分な支援が行き届いて

いなかった様子も見受けられた。加えて、あらか

じめ作成した「災害時多言語表示シート」は、震

災という混乱の中で備蓄物資の内容を詳細に把握

していない避難所もあり、避難所運営側が災害時

多言語表示シートの存在に気付かないなど、震災

時に十分な活用がなされない場合が多かった。

　さらに、避難している外国人には支援物資の積

み下ろしなど、内容によっては避難所運営に協力

することも可能であり、実際に協力した人もいた

が、全般的には外国人が避難所運営の担い手とし

て組織的に活動することは少なかった。これは、

避難所運営側が外国人に避難所運営を手伝っても

らうという発想をもっておらず、また、外国人も

言葉や文化が異なる状況のなかで、支援の申出を

することが難しかったためだと考えられる。

　

４．震災後の取り組み

①外国人住民数の変遷

　平成22年４月末時点では10,205人だった外国

人住民数は平成25年４月末時点で9,148人にまで

減った。このように、震災後は帰国するなどして

一時的に外国人住民数は減ったが、平成25年以降

は増加しており、平成27年４月末時点で10,507人

と、震災前人口を回復するに至っている。

　帰国した外国人に仙台へ戻ってきてもらえるよ

う海外へ直接の働きかけはしていないものの、本

市では、留学生の方に安心して暮らしていただけ

るように「生活オリエンテーション」を実施して

いる。これは、留学生の方にゴミの分別や自転車

のルールといった日本での生活ルールを周知し、

生活の不安を解消するため、仙台観光国際協会の

消防防災の科学
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職員が、実際に大学や日本語学校、専門学校など

へ出向き、オリエンテーションを実施するもので

ある。この中で、防災についても取り上げている。

　このような日ごろの取り組みは、震災後に外国

人住民が再び増加傾向に転じる中で地域住民との

共生に寄与するものとなっている。

　

②避難所における対応

　東日本大震災の際、指定避難所に外国人が集中

したという経験を踏まえ、外国人が多く住む地域

においては、指定避難所とは別の「がんばる避難

施設」の整備に努めている。「がんばる避難施設」

は本市の指定避難所ではないため、物資の備蓄や

運営について自主的に行ってもらう必要があるが、

指定避難所へ物資の供給が可能になれば、指定避

難所から支援物資を受け取ることができる仕組み

となっている。

　また、災害時多言語表示シートが震災時に活用

されなかった反省を活かし、実際に活用していた

だけるよう、避難所の備蓄品一覧に災害時多言語

表示シートを明記するとともに、避難所担当職員

等研修会の際に、改めて避難所運営側へ啓発する

などしている。

　さらに、大学や地域などで毎年実施する防災訓

練に、外国人も参加してもらう取り組みをすすめ

ており、実際に外国人へ運営にかかる役割を与え

ることで、防災に関する意識の啓発を行っている。

　なお、震災を経験した仙台観光国際協会だから

こそできる対応として、避難所生活において、外

国人と日本人がどのように関わればうまくいくの

か、同協会が作成した多文化防災ワークショップ

教材を全国の自治体や市民団体などへ配布してお

り、防災研修などで活用されている。

　

③既存の取り組みの強化

　「津波」という自然災害について、そもそも認

識がない外国人が多かったため、多言語防災ビデ

オに「津波」に関する情報を追加し、津波に関す

る防災啓発を行っている。

　また、災害時多言語表示シートの中身をより充

実させる取り組みも行われている。本市で使用し

ている災害時多言語表示シートは、一般財団法人

自治体国際化協会が全国の自治体向けに作成した

データを基に、本市の外国人住民の状況を鑑み、

整理・印刷して各指定避難所に設置しているもの

である。震災後、自治体国際化協会の事業として、

多言語表示シートを改訂・増補するための検討会

が立ち上がり、仙台市の職員および仙台観光国際

協会の職員も参加して、震災対応の経験を生かし

多言語表示シートの改訂作業にあたった。具体的

には、ネパール語など近年ニーズが増えている言

語の追加や、文字情報だけでなくピクトグラム（図

や絵による表示）の追加、仕様の変更などが行わ

れた。

　

図表２　多言語防災ビデオ（DVD）
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５．終わりに

　震災時における外国人の行動を踏まえると、外

国人の中には、地震や津波がどのようなものなの

かわからない人も多く、地震・津波が来たらどう

すればいいのかなど、日ごろから防災啓発を行い、

外国人住民の理解を深める取り組みを行う必要が

ある。

　また、日本人も地域の外国人住民に対する理解

を深める必要がある。「地震とは」、「避難所とは」

など、日本人にとっては当たり前のことであって

も、外国人住民にとってはそうではないことも多

く、日ごろの防災訓練に共に取り組むなど、防災

に関する意識づけを外国人と日本人が共に深める

ことが重要である。

　さらには、外国人住民を支援するという視点だ

けでなく、外国人であっても力仕事などができる

人、日本語での意思疎通ができる人などがいるこ

とから、災害時にはそのような外国人に役割を

担ってもらい、ともに避難所運営に携わることも

視野に入れ、前述のような取り組みを引き続き

行っていくことが、地域の外国人住民と日本人住

民の相互理解につながり、災害時にも機能すると

考えられる。

図表３　災害時多言語表示シート
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１．目的

群馬県には約５万人の外国人住民が暮らしてお

り、災害時に外国人住民へ正確な情報を迅速に届

ける多文化共生の取り組みが求められている。災

害時において、「要配慮者」となる可能性の高い

外国人住民に対し、より一層配慮した対応ができ

るようにするため、県は災害時外国人支援事業を

実施している。事業の内容としては、「災害時通

訳ボランティア養成講座」と「外国人住民のため

の防災訓練」であり、平成24年度から外国人住民

の多い市町と共催で実施している。

国籍別外国人数（H28.12.31時点）

国名 人数

ブラジル 11,636

中国 7,348

フィリピン 6,679

ベトナム 5,464

ペルー 4,476

韓国・朝鮮 2,555

ネパール 2,145

インドネシア 1,209

その他 7,009

計 48,521

市町村別外国人数（H28.12.31時点）

市町村名 人数

伊勢崎市 11,190

太田市 9,552

大泉町 7,180

前橋市 5,130

高崎市 4,533

その他 10,936

計 48,521

２．災害時通訳ボランティア養成講座

⑴　講座内容

「災害時通訳ボランティア養成講座」は、「日本

語とその他の言語で日常会話が可能」な方を対象

に開催している。災害時の外国人支援の知見と経

験を有する NPO 法人「多文化共生マネージャー

全国協議会」から講師を招き、災害時の外国人支

援についての講義・グループワークの他、外国人

住民の協力を得て、模擬避難所で実際に外国人支

援を経験する実地訓練を行っている。

⑵　講座参加者

養成講座の参加者の中には日本人だけでなく、

日本語が堪能な外国人もいる。応募してくる日本

人の言語は英語及び中国語が多くなる傾向がある。

しかし、県内の外国人住民は、多い順にブラジル

人、中国人、フィリピン人、ベトナム人、ペルー

人であり、災害時通訳ボランティアの対応言語と

外国人住民の使用言語にギャップが生じている。

そのため、地域の外国人コミュニティや外国人

キーパーソンにも養成講座の参加者募集に係る広

□外国人住民を対象とした防災訓練

群馬県人権男女・多文化共生課　主任　小　川　隆　文

特　集 外国人と防災
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報に協力してもらい、外国人住民の講座への参加

を推進している。結果として、ポルトガル語、ス

ペイン語等についてもボランティア登録者数が増

加しており、外国人住民が被支援者ではなく、支

援者として活動することが期待される。実際の災

害時の外国人支援では、同じ言語・文化を有する

外国人住民が支援した方が、外国人住民の文化や

習慣の配慮ができ、日本の制度と被災外国人住民

の橋渡しを円滑にできると考えられる。

⑶　現在までの実績

平成24年から事業を開始し、現在まで外国人住

民の多い５市町と共催で災害時通訳ボランティア

養成講座を実施してきた。成果として、現在まで

に12言語134人が「災害時通訳ボランティア」と

して、市町や県に登録している。毎年、登録者数

や対応言語数が増加しており、今後も継続してボ

ランティアを養成していく予定である。

群馬県では現在までのところ、災害時通訳ボラ

ンティアに協力を要請するような大規模災害は発

生していないが、災害発生時に備えるため、登録

者には、継続して養成講座参加を呼びかけ、防災

に関する知識や情報の習得とともに、通訳スキル

の向上に努めてもらっている。

⑷　市町村との連携

養成には外国人住民の多い市町村の多文化共生

担当職員も参加し、災害時に市町村間で連携でき

るようにしている。市町村職員が通訳ボランティ

ア班の班長として活動できれば、被災して職員が

人手不足になっても災害時多言語支援センターを

機能させられるためである。県は、地域の事情に

詳しい市町村職員と通訳ボランティアの協力を得

て、被災外国人への対応を行える体制づくりを推

進している。

３．外国人住民のための防災訓練

外国人住民は、日本に長く住んでいても防災の

知識を得る機会は少ない。そこで、県は「外国人

住民のための防災訓練」を実施し、外国人住民が

災害時に直面する課題について学ぶと共に、模擬

避難所を体験する機会を提供している。災害時通

訳ボランティア養成講座の第２回目と同時に開催

し、模擬避難所体験では被災者体験を行い、避難

所とはどのような場所か、支援を求めるにはどう

すればいいか等を学んでもらっている。

４．外国人住民を取り巻く状況の変化

群馬県では、ブラジル人やペルー人等の日系人

が定住者として一部の地域に集中して暮らしてい

たが、現在は県内の多くの地域に様々な在留資格

で外国人住民が暮らしている。また、外国人住民

の増加に伴って国籍数も増えるとともに、例えば

イスラム教徒に対しては、避難所でも食事や礼拝

等への配慮が必要になるなど、外国人住民を取り

巻く状況が多様化してきている。

群馬県では、引き続き「災害時通訳ボランティ

ア」を養成していくと共に、外国人キーパーソン、

ＮＰＯ、市町村、国際交流協会等の関係機関との

連携を強化し、災害発生時には、効果的に外国人

支援に取り組めるようにしていく。
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１　はじめに

　近年の訪日外国人観光客の増加に伴い、救急隊

が外国人と接する機会も多く、救急現場では一刻

も早い対応が必要なため、外国人との円滑なコ

ミュニケーションが求められています。総務省で

は平成28年に災害時に情報が十分に届いていない

とされる外国人や高齢者に、確実に情報伝達する

環境整備を図ることを目的として「情報難民ゼロ

プロジェクト」を立ち上げました。このプロジェ

クトの一環として、総務省所管の消防研究セン

ターと国立研究開発法人情報通信研究機構（以下

「NICT」と言う。）が、救急隊用の多言語音声翻

訳アプリ「救急ボイストラ」を開発しました。

２　救急ボイストラの概要

　NICT の開発した多言語音声翻訳アプリ

「VoiceTra（ボイストラ）」をベースとしたアプ

リで、救急現場で使用頻度が高い会話内容を「定

型文」として登録し、外国語による音声と画面の

文字により円滑なコミュニケーションを図ること

が可能なものです（図１）。また、基本機能とし

て、話した言葉を音声認識してそれを翻訳するこ

とが可能です。さらに、話した言葉が日本語文字

として表記されることから、聴覚障害者などとの

コミュニケーションにも活用できます。通信料は

利用者負担となりますが、同アプリのダウンロー

ドや利用料は無料です。対応言語は次の15言語と

なっています。

■対応言語

（1）英語（2）中国語（3）韓国語（4）スペイン

語（5）フランス語（6）タイ語（7）インドネシ

ア語（8）ベトナム語（9）ミャンマー語（10）台

湾華語（11）マレー語（12）ロシア語（13）ドイ

ツ語（14）ネパール語（15）ブラジルポルトガル

語

３　救急ボイストラの研究開発

3.1　背景と目的

　政府は2020年に訪日外国人旅行者を4,000万人

とする目標を掲げる一方、在住外国人は217万人

を超えており、これに伴う外国人の救急搬送も増

救急隊用多言語音声翻訳アプリ「救急ボイストラ」

の研究開発及び全国展開

消防庁消防研究センター　特殊災害研究室長　久保田勝明
情報通信研究機構　河井恒、信岡道明、石井謙介

図１　救急ボイストラの画面
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加しております。

　観光客の多い札幌市においては、平成23年に75

人であった外国人の救急搬送者数が平成28年には

355人と約５倍に急増しております（図２）。また、

外国人対応においては、言葉が通じないことから、

現場滞在時間が遅延する傾向がみられます（図

３）。この遅延が救命率の低下につながる可能性

があります。

　また、消防庁救急企画室の平成26年度　救急業

務のあり方に関する検討会で行われた、2020年オ

リンピック・パラリンピック東京大会に向けた「救

急救命体制の整備・充実に関する調査」（調査対

象：各都道府県・各消防本部）では、救急業務に

関する課題として「外国語対応」が、その課題解

決に向けて消防庁に期待する役割として「コミュ

ニケーションシートやアプリの作成」の項目が多

く挙げられました。

　そこで、消防研究センターでは、これらの課題

やアンケート調査結果を踏まえ、マンパワーや活

動時間が限られる救急現場に実装及び利用される

ことを目的とした救急隊用の多言語音声翻訳アプ

リ開発を、多言語音声翻訳システムの先駆者であ

る、NICT との共同研究及び外国人観光客が急増

している札幌市消防局、羊蹄山ろく消防組合の協

力を得て行いました。

3.2　研究開発

3.2.1　研究開発方針

　このアプリを開発するにあたって、最も重要視

したのが、「いかに救急隊員の方々に使いたいと

思っていただけるか」であります。せっかくアプ

リ開発を行い救急隊に実装が行われても、実際の

外国人対応の時に使われないようであれば、意味

がないと考えております。実は、研究開発を行っ

ていくうえでこれが一番難しいことであり、多く

の研究開発が使われない技術となっているのは、

この視点が抜けていることが多いからです。筆者

は既に22消防本部に配備されている水陸両用バ

ギーの開発を行い、多くの災害現場で使用されて

います。この時の経験から、今回のアプリ開発に

おいても、現場の救急隊の立場に立った研究開発

を行ってきました。

3.2.2　既存多言語音声翻訳技術の検証及び現場

ニーズの調査

　救急隊の多言語対応に関して消防研究センター

では、今まで検討したことが無かったため、ま

ずは既存の NICT の多言語音声翻訳システム

（VoiceTra）を、写真１～４に示す救急現場にお

いて検証実験を行いました。

　その結果、既存の VoiceTra を救急現場で使用

する時に、以下の課題や特徴が明らかになりまし

た。

・日本語の音声認識→翻訳→外国語の表示（及び

発話）を行うので、日本語同士の場合より会話

時間が約２倍かかるため、短くする必要がある。

・音声認識において誤認識の可能性がある。（特

に早口や長文、または周辺騒音が大きい時等）

図２　外国人傷病者搬送人数（札幌市）

図３　現場滞在時間の比較（札幌市）
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・傷病者や付き添いの方への聴取は特定の救急隊

員ではなく、複数の救急隊員が順不同に聴取す

る。

　救急現場の多言語対応には、病気やけがの状況

をボードに書いた「コミュニケーションボード」

が既に普及しています。このボードは、英語、中

国語、韓国語等があり、救急隊が普段聞いている

病気やけがの状況を確認することができます。こ

のコミュニケーションボードでもある程度対応は

可能ですが、例えば「通訳できる人はいますか。

いるのであれば、その人を通じて患者さんと話し

をしたいのですが。」や、「病院に行く準備をしま

しょう。鍵や携帯電話、お金、身分証明できるも

のがあれば準備しましょう」といった、症状確認

以外のコミュニケーションで救急隊が困っている

ことが明らかになりました。

　当初想定していたのは、救急隊の活動は傷病者

から症状を聞くことが、中心となると考えていま

したが、この検証結果は意外のものでした。従っ

てここを充実させることも重要であることが判明

しました。

3.2.3　研究開発

　これらの課題を解決するために、普段救急隊が

使う言葉を定型文（表３）として作成し、それを

アプリ上でワンタッチ選択できるようにしました。

　VoiceTra には今まで定型文を表示する機能はな

かったのですが、NICT が開発する類似のアプリ

にはこの機能が搭載されていたため、一からその

機能を構成する必要はなく開発はスムーズに進み

ました。

　また、定型文機能を開発する上において以下の

点を考慮しました。

写真１　VoiceTra の検証状況

（腹痛（中国語）札幌市消防局）

写真３、写真４　VoiceTra の検証状況（集団災害　バス事故：札幌市消防局）

写真２　VoiceTra の検証状況

（外傷（英語）：羊蹄山ろく消防組合）
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・質問を決まった通りに順々に聞いていく階層形

式は、様々な項目を順不同で聴取することが多

い救急現場には向かないため、すべての項目を

一画面とし画面が小さいタブレットの場合はス

クロールするだけで探すことができる仕様とし

た。

・定型文は、項目が多すぎると探すのが大変なた

め、よく使うものと長文の項目計46個に絞った。

・回答が必要な項目は回答画面も作成した。

　この開発したアプリを、１月から札幌市消防局、

羊蹄山ろく消防組合において先行導入を行い、そ

の評価をいただきました。札幌市消防局の意向調

査の結果、既存の方法より「意思疎通のスピード」

「意思疎通の質」とも７割以上の救急隊が良く

なった、また９割以上の方が「今後も使っていき

たい」と回答していただき、大変好評でありました。

　この結果により、十分現場で使っていただける

であろうと考え、全国展開することになりました。

４　全国展開

　今年の４月21日（金）から各消防本部への提供

を開始し、Android を搭載した通信可能なスマー

トフォンやタブレットからダウンロードが可能と

なりました。iOS 版については、今年度にダウン

ロードが可能になる予定です。

　10月１日時点での導入状況を表１、２に示しま

す。公開して４か月間程度ですが、非常に好評で

既に219消防本部（導入率29.9％）で使用開始さ

れており、その奏効事例も報告されています。

５　最後に

　１月から先行導入している札幌市消防局におい

ては、雪まつりや冬季アジア大会等のイベント対

応や、観光客対応で既に29事案の使用実績があり、

定型文機能も使いこなしていただいております。

また多くの方から今ではなくてはならないアプリ

であると言っていただいております。ただし、札

幌市消防局では開発段階からテストで使用してい

たので、使っている救急隊員の方々は、その使用

方法を熟知しておられました。今回の全国展開に

おいては、ほとんどの救急隊員の方に初めて使っ

ていただくため、この方々が全国展開時に配布し

たマニュアルや説明用のビデオ通りに使っていた

だいているか、また課題が無いかなどは今後フォ

ローアップ調査を行いながら改良を続けていきた

いと考えております。

謝辞

　本研究開発にご協力いただいた、札幌市消防局　

表１　導入状況（総数）

導入希望消防本部数 226

使用開始消防本部数 219

導入希望消防本部有の
都道府県数

40

導入予定台数 1960

表２　導入状況（都道府県別）
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佐々木様、村西様、阿部様　羊蹄山ろく消防組

合　高橋様、岡田様、また普及啓発に多大なるご

協力をいただいた消防庁救急企画室及び総務省研

究推進室の皆様、消防研究センター尾川様をはじ

め、救急ボイストラ開発にご協力いただいた多く

の方々に厚く御礼申し上げます。

図４　救急ボイストラのパンフレット（表）

№130 2017（秋季）



－40－

図５　救急ボイストラのパンフレット（裏）
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表３　定型文一覧
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１.　はじめに　

2016年12月22日10時20分頃に発生した糸魚川

市の大規模火災では、焼失面積約４ha、焼損棟数

147棟の被害が生じた1）。延焼拡大の最大の原因

は強風による飛火との見方が強い2、3）。実際、現

場から1.4 km 離れた気象庁観測点の風速データ

を見ると、表１に示すように、10分間最大瞬間風

速が20 m/s 前後の風が出火前から続いている。

表１　2016年12月22日の糸魚川アメダス観測点（測定

高さ：地上10 m）での２時間毎の10分間平均風速

と10分間最大瞬間風速の範囲（気象庁ホームペー

ジより作成）

時刻
平均風速

[m/s]
最大瞬間風速

[m/s]

10:10 ～ 12:00 12.1 ～ 13.9 18.8 ～ 22.0

12:10 ～ 14:00 10.5 ～ 13.6 16.7 ～ 24.2

14:10 ～ 16:00  8.2 ～ 11.9 14.3 ～ 20.9

一方、消防隊は現場到着時（10時35分1））は風

がそれほど強いとは思わなかった、という記録が

ある2）。また、午前中は午後に比べて風が弱かっ

たと取れる住民証言も得た。さらに、出火地点付

近の写真には、午前中、火災からの煙が水平に倒

れているものもあるが、上空に立ち上がっている

ものも複数の時間帯で見られる。

この火災に対し、消防は飛火警戒隊の配備を

行っていなかった4）。また、近隣消防本部へ応援

要請した時刻は12時０分で1）、飛火からの火災が

延焼拡大した時点での判断であった 2）。

観測データは強風にもかかわらず、現場での消

防隊員の体感風速、住民証言、写真に写った煙の

傾きは弱い風を示しているという矛盾しているよ

うに思える事柄を説明しようとすると、ⅰ） 火災

初期の出火地点付近の風速は、風速観測点の風速

とは大きく異なっていたのではないか、あるいは、

ⅱ）火災初期の出火地点付近の風速が風速観測点

の風速と同程度であったとしても、この風速は強

いとは思わせない風であり、かつ、煙も立ち上が

る風なのではないか、という仮説が浮かぶ。

火災現場における風速と消防隊員の体感風速は、

飛火警戒の有無、応援要請の時期、規模を左右し

た可能性があり、大規模火災となった要因の一つ

かもしれない。

そこで、本火災の初期に出火地点付近の風速が

どの程度だったのかということについて、写真に

写った火災の煙の傾きを用いて推定を試み、上記

の仮説の真偽を調べた。

２.　証言

消防隊が現場に到着した際の体感風速について

糸魚川市大規模火災の出火当時の風速について

　　消防庁消防研究センター　　
篠　原　雅　彦

河　関　大　祐

高　梨　健　一
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は、下記の記録が残っている。

「はじめの風速は14 m/s 程度だが、現場到着時

ではそれほど強いとは思わなかったので、これほ

ど飛び火するとは思わなかった。三連梯子にあ

がった段階で少し強いと感じ、沿岸部にいけばい

くほど強くなっていた。2）」

また、2017年２月15～17日に住民に聞き取り調

査を行った際、火災時の風や煙の傾きについて証

言を得た5）。これによれば、出火地点付近の煙は、

午前中は上に向かい、その後は傾いていたという

証言の方が、火災初期から傾いていたという証言

よりも多い。

３.　煙の傾きを用いた風速の推定

次に、写真に写った火災の煙の傾きから、出火

地点付近の風速を推定する。推定には、火災から

の上昇気流の傾きと、風速・火災の諸条件の間の

関係式を利用した。上昇気流の傾きを求める式は

これまで複数提案されてきたが、ここでは市街地

火災からの上昇気流を対象とした山下の提案し

た方法6）を利用し、煙の傾き、火炎長、火炎温度、

火炎周辺温度、火炎領域率から、風速を求めた。

ここで、火炎領域率とは、火炎が燃焼範囲全体に

占める割合のことで、火炎が合流している場合が

１である。

風速を求めるのに用いた写真は、11時31分～11

時34分の間に撮影された４枚である。このうちの、

煙が最も立ち上がった写真を図１に示す。

煙は完全に風横から撮影されたものではないの

で、写真から煙の傾きをできるだけ正確に求める

ためには、煙の向かう方位を知る必要がある。写

真撮影時の風向と写真から、煙は北北西に向かっ

ていると判断した。写真の撮影位置、火災の位置、

煙の向かう方位の位置関係に基づいて、写真上で

読み取った鉛直軸からの煙の傾きαから、実際の

煙の傾きα’を求めた。

表２に、各写真から読み取った煙の傾き、実際

の煙の傾き、推定風速を示す。推定風速は写真に

写った煙の中間程度の高さである、高さ15ｍでの

値である。様々な誤差を無視すれば、表２より、

４枚の写真が撮影された３分間に少なくとも２～

21 m/s の間の風速の変動があったことになる。

表２　写真から求めた煙の傾きと、煙の傾きなどから

推定した高さ15ｍにおける風速

記
号

時刻

鉛直軸から
の写真上で
の煙の傾き
α [°]

鉛直軸から
の実際の煙
の傾き
α'[°]

推定風速
U ∞
[m/s]

a 11:31:35 50 59 8.0

b 11:31:52 60 67 18.1

c 11:34:09 65 71 21.3

d 11:34:40 30 38 2.1

図１　11時34分40秒の出火地点付近の煙（住民提供）
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表２のα’とU ∞の結果を図２に白丸で示す。

図中の実線の曲線は、４つの点 a ～ d に対して横

軸α’だけを変化させた時の風速を示す。風が弱

く、上昇気流の傾きが小さいほうが、風速の変化

に対して上昇気流の傾きは敏感に変化することが

わかる。

次に、a ～ d の推定風速の誤差について考える。

字数の関係上、詳細は参考文献５を参照いただ

きたい。a ～ d の誤差範囲を図２にエラーバーで

示す。推定風速の最低値である、表２の d の2.1 

m/s は、写真からの読み取り誤差として火炎長が

２倍だったとしても3.0 m/s という弱い風である。

この3.0 m/s という値に対して、さらに、煙の傾

きの読み取り誤差として、±10度内の誤差を与え

ると、推定風速は点線の曲線で示したように、1.6

～5.3 m/s という値をとる。つまり、推定最小風

速は、誤差を考えたとしても大きくても5.3 m/s

ということになる。ここで、3.4～5.4 m/s の範囲

の風は軟風と呼ばれ、「髪が乱れ、衣服がばたつく、

新聞が読みにくい」7）程度の風である。したがっ

て、11時31分からの３分間は、平均的には強い風

だったが、弱い風の時間帯もあったと考えて差し

支えないであろう。

４．出火現場付近の風速推定値と風速観

測点での風速の比較

煙の傾きから推定した出火現場付近の風速は、

風速観測点の風速とは大きく異なっていたのか、

それとも同程度であったのか、ということについ

て調べる。比較に用いる風速観測値は、出火地点

から約2.3 km 西南西の地点である、姫川付近の

新幹線高架橋上（以後、JR 姫川と記す）で、11

時30分～11時40分の間に測定された値である。こ

の値を用いる理由は、JR 姫川の風速測定高さは、

前節で風速を推定した高さと同じ15 m であり、

上記の時間帯は前節の風速推定時刻を含んでいる

ためである。JR 姫川のこの10分間の平均風速は

13.5 m/s、最大瞬間風速は25.2 m/s である。

１時間程度以下の時間の風速分布は正規分布で

比較的よく近似できることが知られている8）。そ

こで、この JR 姫川の10分間の風速も正規分布に

従うと仮定する。JR 姫川のデータは１秒間隔で

測定されているので、10分間に600データ収集さ

れている。600データ中の最大値が度数１の25.2 

m/s となり、平均風速U が13.5 m/s となる正規分

布の標準偏差σを求めると4.2となった。度数１

の最低風速Umin は1.8 m/s となる。

したがって、表２に示した出火現場付近の推定

風速2.1～21.3 m/s は、JR 姫川の同時間帯のUmin

（1.8 m/s）～U+2σ（21.9 m/s）の範囲内の風速

であることがわかる。つまり、煙の傾きから推定

した出火地点付近の風速は、出火地点付近の風

速が JR 姫川の風速測定値と同じだったとした時、

矛盾しない値といえる。
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図２　火災からの煙の傾きから推定した出火地点付

近の風速と煙の鉛直軸からの傾きの関係：実線

は、a ～ d に対してα’のみを変化させたときの

値。エラーバーは、プラス方向は火炎長を２倍

にした時の誤差、マイナス方向は火炎長を1/2倍、

火炎領域率を1/2倍にした時の誤差。点線は、d の

火炎長を２倍にした時の値である3.0 m/s に対し

て、α’に±10度の範囲内の誤差を与えたときの値。
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ちなみに、正規分布の性質より、U −σ～U+

σの間にはデータの68.3 ％が、U −2σ～U+2σの

間には95.5 ％が入る。よってこの場合は、Umin （1.8 

m/s）～U −2σ （5.1 m/s）の風が10分中の2.3％

である14秒間、Umin （1.8 m/s）～U −σ （9.3 m/s）

の風が10分中の15.9 ％である95秒間吹くことに

なる。

５．まとめ

本火災初期の出火地点付近の風速を、４枚の写

真に写った火災の煙の傾きから推定した。その結

果、写真の撮影時刻である11時31分からの３分間

の高さ15 m での風速は、誤差を無視すれば2.1～

21.3 m/s の範囲と推定された。推定最小風速であ

る2.1m/s は、誤差を考えても、大きくても５m/s

程度であり、この風速は軟風（3.4～5.4 m/s）と

呼ばれる風である。2.1～21.3 m/s という推定風

速範囲は、同じ時間帯に JR 姫川で測定された10

分間の風速の度数分布を正規分布と仮定した時

の、最低風速から平均風速 +2σの範囲内であっ

た。つまり、煙の傾きから推定した出火地点付近

の風速は、出火地点付近の風速が JR 姫川の風速

測定値と同じだったとした時、矛盾しない値であ

る。よって、出火地点付近の風速が JR 姫川の風

速観測点の風速と同程度であったとしても、煙の

写真が撮影された11時31分からの３分間について

は、出火地点付近の風は煙が図１のように立ち上

がる風であったといえる。 

今回の考察により、この火災の初期は、出火地

点付近では数 m/s の風の時間帯もあった可能性

があり、このことが、飛火警戒の有無、応援要請

の時期、規模を左右する一因となった可能性があ

る。だとすれば、この火災初期の数 m/s の風は、

本火災が酒田大火以来40年ぶりの通常時大規模市

街地火災となった要因の一つなのかもしれない。

さらに言えば、消防隊出動時から強風が吹いて

いる時の火災に比べて、出動時は風が弱く、途中

から強風に変わるという気象状況は、消防隊の判

断を上回る事態を引き起こしかねず、より大火へ

の危険性をはらんでいる可能性がある。

謝辞　

JR 西日本には気象データを提供していただい

た。糸魚川市民には聞き取り調査に協力いただき、

火災写真も提供いただいた。記して謝意を表しま

す。
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１．はじめに

今日、わが国には数多くの外国人が在留してい

る（H28.12現在2,382,822人。中国70万人、韓国

45万人、フィリピン24万人、ベトナム20万人、ブ

ラジル18万人等）。また、短期間観光等で訪日

する外国人も多い（H28は約2,400万人（前年比

21.8％の伸び））。これらの外国人の多くは、言葉

の制約があり、また、わが国の災害特性や防災知

識を十分理解していないことから災害対応力に脆

弱性を有しており、災害対策基本法に規定される

「要配慮者」と捉えられる。本アンケートは、災

害対応に一義的な責務を有する市区町村での外国

人に対する防災対策の取組みの現状を把握するた

めに実施した。

２．調査方法等

①調査対象：在留外国人数が500人以上の市区

町村517団体（H28.6現在）の防

災担当部署

＊452市、23特別区、39町、３村

②調査方法：郵送アンケート方式

③調査時期：平成29年２月

④回収結果：256市区町村（49.5％）

３．調査結果の概要

⑴　調査結果のポイント

アンケートの結果を、全体の傾向の他、人口

規模別、人口に占める在留外国人数の割合別、

地方別の観点から分析を行った。特に全体の傾

向及び人口規模別の観点から、市区町村におけ

防災レポート

図１　対策内容別の取組み実施状況
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災害時の生活支援

取り組んでいる 取り組んでいない 無回答

消防防災の科学

市区町村における外国人を対象とした防災対策

の現状についてのアンケート調査結果

（一財）消防防災科学センター
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る外国人防災対策の現状について、次の５つの

特徴を挙げることができる。

①　対策内容の偏り（図１）

多くの市区町村で様々な対策に取り組ん

でいるが、内容別でみると、「防災知識の普

及」や「災害時の避難誘導支援」については

半数以上の団体が実施している一方、特に

「災害時の情報伝達（警戒・発災直後）」につ

いては３割に満たず、対策内容に偏りがあっ

た。「災害時の情報伝達（警戒・発災直後）」

の取組みは、防災行政無線やメール送信シス

テム等の改良を伴う場合が多いが、財源やノ

ウハウの不足といった課題が特に大きいので

はないかと推測される。

②　人口規模の小さな市町村における低い取組

み実施率（図２）

人口規模別に取組みの実施状況をみると、

どの内容も人口規模が小さいほど実施率が低

い傾向にあった。今回の調査で最小の人口区

分である10,000人〜50,000人の団体では、特

に、「災害時の情報伝達（警戒・発災直後）」

と「災害時の生活支援」は２割以下であった。

人口規模が小さいほど、財源、マンパワー、

ノウハウの不足といった課題がさらに大きい

と推測される。

③　多様な使用言語（表１）

パンフレット、チラシ、ハザードマップ、

標識等で用いられている言語は、英語、中国

語、ハングル、ポルトガル語が多かったが、

その他さまざまな言語が用いられており計17

言語の回答があった。地域の実情に応じて必

要な言語が用いられていると考えられるが、

外国人の状況は一律ではなく地域ごとに多様

であることが伺える。なお、弘前大学社会言

語学研究室が提唱する「やさしい日本語」や

言語に関わらず理解可能なピクトグラムを使

図２　人口規模10,000人～50,000人の団体における取組みの状況

防災知識の普及

災害時の避難誘導支援

災害時の情報伝達（警戒・発災直後）

災害時の生活支援

取り組んでいる 取り組んでいない

表１　使用言語として回答のあった言語

英語 中国語 中国語（繁体語） ハングル タガログ語

ポルトガル語 スペイン語 インドネシア語 ネパール語 ベトナム語

ベンガル語 モンゴル語 タイ語 カンボジア語 ヒンディー語

ロシア語 台湾語
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用していると回答した団体もあった。

④　今後の取組み予定と対策の必要性に関する

意識の乖離（図３）

今後概ね３年以内の取組み予定を尋ねたと

ころ、どの対策内容についても「予定なし」

が最も多かった。一方、それぞれの対策の必

要性に関する意識では、「強く感じている」

と「やや感じている」を加えいずれも９割以

上の団体が「感じている」と回答した。必要

性は感じるものの、具体的な取組みの予定が

立っていない団体が多いことがわかる。特に

取組みの進んでいない「災害時の情報伝達

（警戒・発災直後）」については、半数近くの

団体が「強く感じている」と回答したにも関

わらず、８割近くの団体で取組みの予定はな

いという回答だった。外国人を対象とした対

策は、一般住民や高齢者、障害者等の避難行

動要支援者を対象とした対策よりも優先順位

が低く捉えられていると考えられ、両者の乖

離は市町村の抱えるジレンマを表していると

も言える。

⑤　期待される国や都道府県からの多様な支援

外国人を対象とした防災対策を進めるに当

たっての国や都道府県に期待する事項として、

災害予防対策と災害応急対策の両面からさま

ざまな回答を得た。

災害予防対策の観点からは、用語の統一化、

共通する基本的なチラシ等啓発素材の提供、

各地で取り組まれている先進事例の紹介、対

策を実施していく上での財政支援等が挙げら

れた。

災害応急対策の観点からは、避難勧告・指

示等を多言語で簡便に情報発信するためのシ

ステムの開発、多言語での情報伝達を支援す

る文例集の提供、通訳ボランティア等の避難

所への派遣、訪日外国人、在留外国人向け

Wi-Fi 環境の整備等が挙げられた。

①から④で記したように、市区町村では対

策の必要性についての意識は感じているもの

の、費用、マンパワー、ノウハウの不足とい

う課題があり、さらに、防災対策全体での優

先順位についてのジレンマもある。こうした

状況の中で対策をさらに進めていくために、

市区町村は国や都道府県からの多様な支援を

期待していると考えられる。

図３　今後（おおむね３年以内）の取組み予定で「特になし」と回答した団体の割合と対策の必要性に関する意識

（「強く感じている」）の割合（枠内）（対策内容別）

防災知識の普及

災害時の避難誘導支援

災害時の情報伝達（警戒・発災直後）

災害時の生活支援
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⑵　外国人を対象とした防災対策の課題

⑴を踏まえると、今後の外国人を対象とした

防災対策の課題として、次の５点を挙げること

ができる。

①　多様な主体による取組みの戦略的な体系化

市区町村が優先順位のジレンマを抱える中

で、外国人を対象とした防災対策を効率的に

進めていくためには、限られた財源、マンパ

ワーを最大限に生かしていく戦略を国レベル

で体系化することが望まれる。例えば、国・

都道府県レベルでの用語の標準化、共通する

啓発資料の作成、ポータルサイトの整備等の

基盤となる取組みを推進し、市区町村はそれ

を踏まえて地域の実情に応じた対策に取り組

むように体系化することで効率的な対策が促

進されるのではないだろうか。

②　「災害時の情報伝達（警戒・発災直後）」

に関する取組みの促進

特に、「災害時の情報伝達（警戒・発災直

後）」については、市区町村において必要性

を強く認識しているにも関わらず、取組みが

進んでおらず、また、今後の予定が立ってい

ない団体が多い。この取組みは、災害時の生

死に直結するものとして市区町村が優先的に

取り組むべきものだと考えられる。現在、消

防庁や観光庁においてガイドラインの作成や

スマートフォンアプリの開発等が進められて

いるが、こうした基盤となる取組みを国や都

道府県レベルでさらに促進し、市区町村の取

組みを支えていくことが期待される。

③　小規模市町村への支援促進

特に小規模市町村にとって、外国人を対象

とした防災対策は、必要性は感じていても、

財源、マンパワー、ノウハウの不足から対策

の推進が困難な課題だと考えられる。国・都

道府県レベルにおいて、小規模市町村での活

用を考慮した各地の取組み事例の紹介や共通

で活用できる素材（多言語の啓発資料、コ

ミュニケーションカード等）の提供等をさら

に推進していくことが期待される。また、特

に、災害時の生活支援対策については、小規

模市町村での対応には限界があると考えられ

ることから、国・都道府県レベルで支援体制

を構築し、迅速な支援が行われる体制を整え

ていくことも期待される。

④　災害事例の分析による対策ポイントの明確化

限られた財源、マンパワーを最大限に生か

していくためには、災害事例の分析をさらに

詳細に行い、対策のポイントを明確化するこ

とも不可欠である。近年の災害事例からは、

SNS の活用、外国公館との連携、被災地外の

国際交流団体からの受援体制の整備等示唆さ

れるものが多い。災害時にどのようなニーズ

が発生し、それにどのように対処していくこ

とが効果的なのかについて、事例を体系的に

調査分析していくことが期待される。

⑤　普遍的な対策としての外国人防災対策の位

置付け

日本人に対する防災対策も十分に行えない

中で、外国人防災対策を充実することは難し

いという指摘もある。この指摘は、一般住民

を対象とした防災対策と外国人を対象とした

防災対策を別々なものと捉える前提に立つと、

現実的には覆すことが困難であろう。今後の

わが国の防災対策の底上げを見据えると、両

者を別々に捉えるのではなく、外国人を対象

とした防災対策を普遍的な対策として位置付

けることが望まれる。それが実現できれば、

必然的に日本人全体にとってもさらに有効な

防災対策となるのではないだろうか。
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問題児を自分の部下に

よく聞く話だが、

「町がきれいだとポイ捨てをするのが気が咎め

る」とか、

「たとえ百円でも入園料を払うと、公園の中でゴ

ミを捨てる気が起らない」

などという話を聞く。これは人間の心理が環境

に支配されて、普段なら何気なくやってしまうこ

とがやりにくくなるということだ。つまり、

「状況が人間の行動をセーブする」ということだ。

確かにそうかもしれない。

歴史にもこんな話がある。姫路藩は、酒井とい

う大名が治めていた。幕末のころ、この姫路藩に

河合隼之助（かわい・はやのすけ）という家老が

いた。学者なので、号を寸翁といった。姫路城は

白鷺城という別名を持っている美しい城だが、こ

の城の麓に小さな神社がある。これが河合神社で、

寸翁を祀っている。日本でもこういう例は珍しい。

藩主の拠点である城の根っこに、家老を祀ったお

宮を付置させているのだ。河合寸翁はそれだけの

功績を挙げたのだ。

かれは、城内の問題児を一手に引き受ける、と

いう人事の達人でもあった。いろいろな部署で、

「うちにいるＡは始末に負えない。好き勝手なこ

とをして扱いにくい」とか、

「うちのＢは、上司の命令に従わないので職場で

悪い影響を与えている」などという不満や苦情が

起こると、河合はそれぞれの責任者を呼んで、

「ＡとＢをおれのところに寄越せ」という。つま

り家老というのは総務部長的立場にあるから、

「城内の職場で扱いに手を焼いている連中は、一

まとめにして自分の所で預かろう」ということな

のだ。各職場は喜んだ。河合の部下は、城内の問

題児のシェアが非常に多くなった。しかし河合は

そういう連中を鮮やかに使った。かれは、

「始終城下町に行って、民の暮らしぶりを観て来

い。おまえたちは、そういう連中の納める税に

よって生活しているのだから」と命じた。問題児

たちは喜んで城下町へ出掛けて行く。

悪い遊びをする者もいた。しかし河合はそれが

報告されても別に咎めない。同じ管理職がそうい

う河合に、

「河合さんはちょっとおかしいよ。もう少し問題

児に厳しくしてください」と苦言を呈する。河合

は笑う。

「もとはといえば、おまえの職場で厄介視するか

らわしが引き取ったのだ。問題児の扱には慣れて

いる。文句を言うな。長い目で見ていろ」と言い

返す。

確かに問題児たちの使い方は河合はうまかった。

町に行かせたのは、いうところの“下情に通じ

る”である。治められている民がどんなことを考

えているか、何を求めているか、そういうニー

チリがなければゴミ捨てぬ・河合寸翁

作家　童　門　冬　二

連載
講座
第 36 回

消防防災の科学
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ズ（需要）や、不平不満などを知ることによって、

河合は姫路藩政の方向を定め、また細かい施策を

考えるのだ。

いわゆる“苦労人としての治政”を考え出すの

である。

城下町をきれいに

河合が特に力を入れたのが、

「城下町の環境整備とその保全」

であった。一言でいえば、

「姫路の町をきれいに保とう」ということである。

「そうすれば、一般の旅人も、あるいは大名の参

勤交代の行列も、ゴミを捨てたり、火を出すよう

な不注意なことがしなくなる」ということだった。

この河合の考え方を、わかり易く城下町の宿や飲

食店、あるいは馬方、飛脚などの、人流や物流を

扱う店などに告げて歩く。ふんぞり返った役人で

はなく、時にはバカをして無駄な金を使う問題児

たちだから、町の商人たちも悪くはとらない。

姫路の城下町はどんどんきれいになって行った。

そうなると参勤交代でここに宿泊する大名の行列も、

「姫路の城下町ではうっかりしたことはできな

い」と互いに注意し合うようになった。河合は喜

んだ。そして町にべったりはまり込んでいる問題

児たちを呼んでは、

「大名家で、一番姫路に協力的なのはどこの藩

だ」訊く。問題児たちは口を揃えて、

「それは薩摩藩です」と答える。薩摩藩には調所

（ずしょ）笑左衛門という家老がいて、茶坊主出

身だそうだが実に細かいところに気がついて、

「姫路に宿泊中には、ゴミは必ず一か所に集めろ。

火の元に気をつけろ。間違っても、薩摩藩が火を

出したなどと言われてはならぬ」と厳しく注意し

ているという。調所は、

「姫路藩には立派な人物がおられるに違いない」

と、常に部下に言い聞かせているという。河合は

こういう報告を聞いて嬉しかった。自説である、

「町が清潔なら、絶対に汚いゴミは捨てない。同

時に、火事も起らない」

という信条を理解し、調所という家老が立派に

それを実行してくれたからである。河合はまだ見

たことのない調所に親近感を覚えた。これは調所

も同じだった。参勤交代やあるいは商人に金を借

りるために大坂へ行く度に、調所は必ず姫路に泊

まった。そして清潔な町を見ては、

「姫路藩の御家老はまだご健在だな」と思った。

ところがこの調所が思わず眉をひそめるようなこ

とが起った。それはある日大坂へ金策に行った帰

り道に例によって姫路に泊まると、どうも町の様

子が違う。清潔な町が多少汚れている。ゴミもあ

ちこちに散っていた。そこで調所は宿の主人に訊

いた。

「河合殿に何かあったのか？」

調所はすでに宿の主人から姫路藩の家老が河合

隼之助であることを知っていた。そして河合の指

示によって、問題児たちがイキイキと仕事の場を

得て、町の人々と一緒になって町の清掃・整備な

どに努力していることを知っていた。

「河合隼之助」という名は、調所笑左衛門の頭脳

の中にはっきりと打ち込まれていたのである。

だからここへ来る度にきれいな町を見ては調所

は思わず城に向かって、

「河合殿、おぬしやるな」

と呼びかけた。

宿の主人は暗い表情で言った。

「御家老の河合様は、先日お亡くなりになりました」

これを聞いて調所は、やはりそうか、と腕を組

んだ。やがてぱらりと組んだ腕を解き、城に向

かって手を合わせた。そして、

「敬愛する河合殿、ゆっくりお休みください。今

日まで、本当にご苦労様でした」

と心からの冥福を祈る言葉を告げた。しかし河

合が死んでも、残された問題児たちが中心になって、

「姫路の城下町を常にきれいにしよう」という活

動は絶対にやめなかったという。
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地域防災実戦ノウハウ（93）

―�熊本地震災害の教訓と課題　その５�―

Blog 防災・危機管理トレーニング
（http://bousai-navi.air-nifty.com/training/）

主　宰　日　野　宗　門
（消防大学校　客員教授）

連 載

講 座

4.11　「震災初期の水・食料の不足、救援物資の

遅滞と混乱」への対策

熊本地震では、国は初めて本格的に（被災地の

要請を待たずに行う）プッシュ型の物資輸送を行

いました。しかし、国が想定していたのは、広域

物流拠点への搬入までであり、そこから先の避難

所までの「ラストワンマイル」については具体的

な計画を持っていませんでした。一方、熊本県庁

では以下のような状況に直面していました。

熊本県庁１階のホール。ペットボトルの水や

食料、生理用品などの支援物資が山積みになっ

ている。簡易トイレも数多い。

だが、それが各市町村や避難所になかなか

届かない。県の担当者は「物資の仕分けなど

を担当する職員が足りず、作業が追いつかな

い」。別の県の担当者によると、「熊本県庁の混

乱、人手不足が著しく、（被災地からの）物資

の要望も止まっている」と明かす。

（出典）「避難所届かぬ支援なぜ？　熊本県庁に

物資山積み　行政混乱、人手も不足」

（西日本新聞 WEB 版、平成28年４月19

日）

このような状況へは、⑴、⑵のような訓練等で

備える必要があります。

⑴　救援物資の調達・配送の手順と資源（人的・

物的・空間的）の確認訓練

救援物資の調達・配送の手順・流れに沿い、そ

れを担う資源（人的・物的・空間的）の存在・

量・確保方法等を確認する訓練により、課題・対

策を把握することが望まれます。その場合、避難

規模（≒避難率）に見合った訓練とすることが重

要です。

表15に過去の地震時の避難率を示しましたが、

この避難率を前提とした実動訓練は事実上困難で

す。そこで、図上型訓練の出番となりますが、特

に人的・物的・空間的資源を確認しながら行うタ

イムライン型訓練はおすすめです。

表15　過去の地震時の避難率（最大避難者数 / 人口）の例

地震災害名称 市町村名 避難率 出　　典

平成７年１月17日

阪神・淡路大震災
神戸市 15.6％

阪神・淡路大震災　神戸市の記録1995年、㈶神戸都市問

題研究所

平成23年３月11日

東日本大震災

岩手県釜石市 24.7％
平成23年（2011年）東日本大震災被害状況等について、

平成23年11月18日、釜石市災害対策本部

宮城県石巻市 26.6％ 東日本大震災　石巻市のあゆみ、石巻市

平成28年４月16日

熊本地震（本震）
熊本県益城町 46.5％

熊本県災害対策本部：「熊本県災害対策本部会議資料」及

び「平成28年（2016年）熊本地震に係る被害状況等について」

消防防災の科学
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⑵　家庭内備蓄の効果的な啓発

表15からは概ね６～８割は在宅避難していると

考えられます。在宅避難には３日～１週間程度の

家庭内備蓄が望まれますが、実態はほど遠いので

はないでしょうか？　家庭内備蓄の啓発に手詰ま

りを感じたときは、「サバイバルクッキングゲー

ム」という防災カードゲーム（考案者：名張市中

央ゆめづくり協議会の北森良子さん）がおすすめ

です。筆者のブログ（防災・危機管理トレーニン

グ）で簡単な解説を行っていますので、ご参照く

ださい。

4.12　「避難所や家庭でのトイレ問題の発生」へ

の対策

阪神・淡路大震災では、避難所のトイレ問題が

次のように記述されています。

地震直後、神戸市内の550ヵ所の避難所で就

寝した避難者は約22万人。それがわずかな数の

トイレに殺到した。水洗トイレはたちまち機能

不全に陥り、糞尿の山と化した。

（出典）「阪神大震災　トイレパニック」（日経大

阪ＰＲ、平成８年２月）

熊本地震では、上述のような極端なトイレ問題

は発生していませんが、それでも以下のような状

況が報じられています。

約850人が避難する熊本県益城町の総合体育

館。「水が流れないのに体育館のトイレを使う

人がいて室内中に、においが充満して大変だっ

た」。乳児の息子と身を寄せている主婦（37）

は、地震直後の様子を振り返った。

現在は屋外に約50カ所の仮設トイレが設置さ

れているが、多くは和式で、足腰が弱く洋式を

使い慣れた高齢者には不便だ。トイレ内は昼間

でも暗く「入るのが怖い」との声も。手洗い場

もないため主婦は「息子にばい菌がうつるとい

けないから、トイレの回数を減らしている」と

話す。

（出典）「トイレ、ごみ…避難所の衛生に不安募

る　高齢者は和式に不便も」（西日本新

聞 WEB 版、平成28年４月20日） 

上述のような状況を嫌い、トイレの回数を減ら

すため食事や水分の摂取を控える人がいます。そ

の結果、体調を崩し、最悪の場合は命を落とす危

険があります。洋式の仮設トイレを増やしたり、

女性の視点を取り入れた避難所トイレ運用訓練な

どが必要です。

一方、避難所へ行かずに自宅にとどまる人も、

その多くが自宅トイレを使えない事態に直面しま

す。そのような場合に備えた簡易トイレや携帯ト

イレの備蓄等の住民啓発をお願いします。

4.13　「福祉避難所（二次避難所）、福祉仮設住

宅の不足」への対策

熊本地震時の福祉避難所の開設・運営は下記の

ように困難を極めました。このような実態からは、

福祉避難所の拡充とともに福祉避難所の開設・運

営訓練が必要であることが伺えます。

福祉避難所は、災害時に高齢者や障害者、妊

婦らを受け入れる施設で、熊本市は176施設と

協定を結んでいる。しかし、建物が被害を受け

たり、スタッフが確保できなかったりしたため、

本震発生直後の16日の受け入れはわずか５施設

で５人だった。　（中略）

中央区の社会福祉法人リデルライトホームで

も、25日から受け入れを開始。発生後およそ１

週間は、関連施設の利用者や住民の避難対応

に追われて、福祉避難所は開設できなかった。

「福祉施設として地域のつながりも大切。ス

タッフ自身も被災しており、市の要請に対応す

るのは難しかった」と小笠原嘉祐理事長。一般

の避難者がほぼ帰宅して、やっと受け入れ態勢

が整ったという。　（中略）

ただし、今後も受け入れがスムーズに進むか

は不透明だ。福祉避難所として３人を受け入れ

たケアタウンかわしりには、市の要請以外にも

№130 2017（秋季）



－54－

病院や高齢者の家族から入所申し込みが相次い

でいるという。中村幸子施設長は「通常でも満

床に近く、スタッフも疲弊している。これ以上

の受け入れは難しい」と話す。

（出典）「「福祉避難所」ようやく機能　熊本市」

（熊本日日新聞 WEB 版、平成28年４月

28日）。なお、「（中略）」は筆者による。

福祉仮設住宅については熊本県の対応が後手に

回ったことが報じられています。福祉仮設住宅に

対する認識を深める研修が必要と思われます。

熊本地震で被災した障害者に配慮して、熊本

県が室内に段差のない「福祉仮設住宅」を熊本

県益城町と西原村に整備することが29日、分

かった。仮設住宅については、車いす利用者か

ら住みにくさが指摘されていた。　（中略）

県によると、福祉仮設住宅は、東日本大震災

などの被災地でグループホームタイプが整備さ

れたが、個別住宅タイプは初めてという。　

（中略）

「被災地障害者センターくまもと」事務局長

の東俊裕・熊本学園大教授は「福祉仮設住宅の

整備は評価したいが、対応が後手に回っている。

通常の仮設住宅着工時に考慮してほしかった」

と話している。

（出典）「益城町と西原村で「福祉仮設住宅」整

備へ」（熊本日日新聞 WEB 版、平成28

年７月30日）。なお、「（中略）」は筆者に

よる。

4.14　「被害認定業務の混乱、罹災証明書発行の

遅滞」への対策

過去の地震災害と同様、熊本地震でも被害認定

業務の混乱・遅れ、罹災証明書の発行の遅滞とい

う状況に陥りました。被害認定業務や罹災証明書

発行業務の重要性に気づき訓練や調査要員の育成

等に取り組む市町村が出てきていますが、その取

り組みをさらに加速させる必要があります。

罹災証明書は仮設住宅への入居のほか、被災

者生活再建支援金の給付、税や保険料の減免・

猶予など、被災者支援策全般の判断材料となる。

一部損壊から全壊までの４段階があり、半壊以

上の判定には職員が現地調査しなければならな

い。2011年の東日本大震災では発行開始までに

１カ月半（48日）かかった自治体があり、支援

の遅れが問題化。このため13年に災対法を改正

し、発行業務を市町村長の義務とした。調査に

あたる職員を日ごろから育成し、他の自治体な

どと連携しておくことも求めた。

熊日が県内45市町村に取材したところ、熊本

地震前に調査員を育成していたと答えたのは、

菊陽町や玉東町など６市町のみ。８市町村の担

当者は、改正法の規定を「知らなかった」など

と答えた。

国の通知では、必要な調査員数をあらかじめ

算出し、災害時に素早く他市町村に応援要請で

きるようにすることも要請。しかし、県内で地

震発生を想定して人員を算出していた市町村は

なかった。

（出典）「罹災証明遅れ、職員育成怠る　熊本

県内39市町村」（熊本日日新聞 WEB 版、

平成28年６月１日）。

4.15　「用地不足（応急仮設住宅建設用地、災害

廃棄物仮置き場等）」への対策

大災害のたびに応急仮設住宅や災害廃棄物仮置

き場の用地不足問題がクローズアップされますが、

熊本地震でも下記のような報道がみられます。阪

神・淡路大震災の経験からも「用地不足」問題は

空地の少ない都市部でより深刻化する懸念があり

ます。用地候補の事前のリストアップとともに、

運用上の課題把握のための研修・訓練が必要です。

熊本地震で仮設住宅を整備することになった

熊本県内15市町村のうち７市町村は、国の事前

の要請があったにもかかわらず、あらかじめ建

設候補地を決めていなかったことが15日、分

かった。このため候補地選びには時間がかかり、

その分、完成が遅れる。候補地の事前準備は、

消防防災の科学
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用地や資材の確保が難航して完成が遅れた東日

本大震災を踏まえたもので、2011年10月、国が

全国の自治体に促したが、教訓は生かされな

かった。

（出典）「仮設用地、事前準備怠る　熊本７市町

村、完成遅れに」（熊本日日新聞 WEB 版、

平成28年５月15日）

　県によると、熊本市など３市は通常のごみ

収集場で災害ごみを回収、一部地域は道端にあ

ふれる事態になっている。御船町、南阿蘇村な

ど25市町村は仮置き場計約50カ所を設け、住民

が持ち込んでいるが、一部は満杯になった。

（出典）「被災地のごみ処理滞る、熊本地震　20

市町村は単独対応不能」（熊本日日新聞

WEB 版、平成28年４月30日）

4.16　「みなし仮設住宅確保の遅滞、みなし仮設

住宅利用者への支援不足」への対策

熊本地震におけるみなし仮設住宅（応急借上住

宅）の提供状況は以下のようになっています。

　熊本県は28日、熊本地震の被災者に民間賃

貸住宅を提供する「みなし仮設住宅」の入居申

請が１万15件になったことを明らかにした。　

（中略）

一方、応急仮設の整備戸数は28日現在4293戸

（うち完成3847戸）で、提供戸数は応急２、み

なし５の比率。東日本大震災で宮城県の11対13、

岩手県の14対３（いずれもピーク時）に比べ、

熊本地震はみなし仮設の利用割合が高くなって

いる。

同課は「熊本都市圏はもともと民間賃貸住宅

の供給力が高い。熊本地震では、その熊本都市

圏に家屋被害が集中したことが、賃貸住宅を活

用するみなし仮設の申請が増えている一因では

ないか」と分析している。

（出典）「みなし仮設の申請１万件　応急住宅の

２倍以上」（熊本日日新聞 WEB 版、平

成28年９月29日）。なお、「（中略）」は筆

者による。

一方、東日本大震災でも指摘されたことですが、

各所に分散するみなし仮設住宅に入居する被災者

への支援が手薄になりがちです。熊本地震でも同

様の問題が報じられています。みなし仮設住宅候

補の事前リストアップとともに、みなし仮設住宅

入居者への支援体制の検討・整備が必要です。

県は25日、熊本地震の被災者の生活支援を担

う地域支え合いセンターの活動状況をまとめた。

昨年12月末までの実績によると、民間アパート

などのみなし仮設住宅（１万2568戸）への訪問

件数は延べ約８千件だった。　（中略）

ただ、みなし仮設は点在している上、他自治

体に住む被災者の場合、１日数カ所しか訪問で

きない場合もある。このため、居住先がある自

治体による支援態勢が必要として、県は他自治

体の被災者をみなし仮設で受け入れている自治

体に情報提供し、協力を求める方針。

（出典）「みなし仮設訪問延べ8000件　「未接

触」も相当数か」（熊本日日新聞 WEB 版、

平成29年１月26日）。なお、「（中略）」は

筆者による。

№130 2017（秋季）



－56－ 消防防災の科学

１　はじめに

本事案は、壁掛け扇風機（以下「扇風機」とい

う。）から出火し、扇風機のほか天井、床を焼損

した建物火災で、製造メーカー等の立会いにより、

鑑識見分を実施し、製造メーカーが類似火災防止

のため安全対策を講じたものである。

２　火災概要

覚知日時　平成26年７月　（事後聞知）

出火日時　平成26年７月　（覚知の約１時間前）

出火場所　浜松市内　福祉施設

気象状況　晴れ、気温27度、相対湿度98％

焼損程度　ぼや

り災状況　鉄筋コンクリート造２階建て、建物

１階入居者の居室の天井、床若干焼

損及び扇風機焼損。

３　関係者の供述（発見者）

午前８時30分ごろ、１階の支援室（職員の待機

所）で業務の打ち合わせをしていたところ、焦げ

臭さを感じたので職員３人で廊下に出ると、１階

の入居者の居室の壁掛け扇風機の首振り部分から

火が出ているのを発見したため、建物内の粉末消

火器で、初期消火を行った。

その際、扇風機はまだ動いており、本体のひも

を引っ張ってスイッチを「切」にしたとのことで

あり、スプリンクラー設備や自動火災報知設備は

◇火災原因調査シリーズ (86)・壁掛け扇風機火災

壁掛け扇風機から出火した火災事例

浜松市消防局予防課

扇風機の焼損状況



－57－№130 2017（秋季）

作動していない。

この扇風機は平成22年７月に購入し、他の部屋

にも同型品が13台設置してあり、日常の操作は入居

者又は職員がしているが、異常は発生していない。

４　現場見分状況

焼損が認められるのは、扇風機と、扇風機付近

の天井及び床が若干焼損しているのみである。

扇風機は、壁面にスタンド部分を残し、モー

ター、羽根及びガードは床に落下している。首振

り部分周囲及びモーター付近に焼損が認められる。

電源コードは壁面のコンセントに差された状態で、

電源コードに焼損はなく、コンセントの差し刃、

受け刃にも焼損は認められない。

現場で原因が判定できなかったため、建物関係

者の承諾を得て扇風機を収去し、管轄消防署で鑑

識見分を実施することとした。

５　消防署での見分状況

製造メーカーに焼損した扇風機の照会をしたと

ころ、同型品の提供及び鑑識への立会い可能との

回答を得たため、覚知から８日後、製造メーカー、

建物関係者及び独立行政法人製品評価技術基盤機

構（nite）の立会いで鑑識見分を実施した。

扇風機について（製造メーカーからの情報）

消費電力　弱（17.9Ｗ）中（25.7Ｗ）強（40.9Ｗ）

製造期間　2005年４月から現在（2014年６

月）も生産継続中

出荷台数　224,389台（2014年６月末時点）

同型品からの出火、事故事例は過去に３件発

生している。

１件目の原因：2009年７月、高温多湿の温室

内で24時間連続運転と製品寿

命を超える使用をしたため、

配線内部が首振りによる繰り

返し屈曲で断線し、短絡時の

スパークで出火したもの。

２件目の原因：2011年７月、モーターが回転

しないので修理を依頼したが、

不適切な修理だったため、使

用中のモーターから出火した

もの。

３件目の原因：2013年５月、放火の可能性も

含め出火原因の特定には至ら

ない。
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⑴　スタンド部分について

スタンド部分は合成樹脂製で、下部から首振

り調整ひもと風量調整ひもが出ている。いずれ

のひもにも焼けは確認できない。前面は切り替

えスイッチが付いている。

壁面取り付け側となる底板は消火器の粉が付

着しているが焼損や変形はない。

前面（切・弱・中・強の操作面）は底板同様、

消火器の粉が付着しているが、焼損や変形はな

い。しかし、スタンド部分と羽根（プロペラ）

部分の接続箇所（首振り部分）は合成樹脂が溶

融し黒く変色している。

扇風機をスタンド部分、羽根（プロペラ）部分、モーター部分、配線の４部分に分割して見分した。
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⑵　羽根（プロペラ）部分について

羽根（プロペラ）部分は、５枚の羽根と羽根

をカバーする金属製の前ガード及び後ガードが

ある。

前ガードに焼損はない。後ガードの中央取付

け穴上部は、一部黒く変色しているが、変形は

ない。モーターと後ガードを接続する合成樹脂

製の円板は、上部が黒く変色しているのみであ

るのに対し、下部は一部溶融している。

羽根（プロペラ）は破損しているが、焼損は

ない。

⑶　モーター部分について

モーターを覆う合成樹脂製のカバーの上部

（天井側）は消火器の粉のみが付着しているの

に対し、下部（床側）は溶融し焼失している。

合成樹脂製のカバーを外し、モーターを見分

すると、外観は全体的に茶褐色に変色している。

モーターを分解し内部を確認する。モーター部

分は、ヨーク、ヨーク芯棒、ステーター、ロー

ターシャフト、ターミナル、ギヤケース、ギヤ

ボックスカバーで構成されている。モーターコ

イルが巻かれたステーターは、部分的に黒く変

色しているが、短絡の痕跡はない。ギヤケース

は溶融し、内部のギヤボックスカバーは黒く変

色している。

ターミナルの接続部分に焼損は認められない。

ターミナルには、温度ヒューズ（115℃、２

Ａ）及びコンデンサーが設けられている。温度

ヒューズをテスターで計測すると導通はない。

スタンド部分の焼損状況

モーターカバーの焼損状況　 モーター内部の焼損状況

モーター内部 
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コンデンサーは、表面に煤が付着しているが、

割れや膨張はない。

⑷　配線について

スタンド上部からのびる２ｍの電源コードに

焼損はない。

スタンド内部からは、モーターのターミナルへ

黒色の塩化ビニル製絶縁被覆のモーターリード

が接続されているが、断線し被覆に焼損が認め

られる。

モーターリードの中は、電源コードからのび

る黒の配線、スタンド前面にある切り替えス

イッチからのびる白、青及び黄の４本の配線が

ある。

モーターリードの焼損状況 ４本の配線の焼損状況

切り替えスイッチ 

モーターリード 

モーターリード

ターミナル

黒 白

黄

青
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モーターリードを見分すると、モーターのター

ミナル先端からスタンド方向へ約17cm から22cm

の位置で、断線している。

断線部分は、モーターリードの絶縁被覆が溶融

し固着しているため、モーターリードの絶縁被覆

を剥ぎ仔細に見分すると、黒・白・青・黄の４本

の配線があり、断線部分は被覆がなく芯線が露出

している。

４本の配線のうち、白と青の２本の配線は、先

端に溶融痕は認められない。

黄と黒の２本の配線は、先端を拡大観察すると、

溶融痕が確認できる。

断線部分の状況

青 黄白黒

黄（スタンド側）

黒（モーター側）

黒（スタンド側）

白（モーター側）

白（スタンド側）

青（モーター側）

青（スタンド側）

黄（モーター側）
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６　出火箇所の判定

この火災で焼損が認められるのは、扇風機と、

扇風機の上方の天井及び直下の床が若干焼損して

いるのみである。

焼損した扇風機はスタンド部分を壁面に残し、

モーター、羽根及びガードは床に落下しており、

モーターを覆う首振り箇所の後カバーが一部溶融、

配線被覆が一部焼損していることから、扇風機か

ら出火したと判定する。

７　出火原因の判定

本火災の出火箇所や時間帯から放火は考えられ

ない。

また、扇風機の電源コードに焼損はない。

よって、扇風機のモーター及び首振り箇所の配

線（モーターリード）について検討する。

⑴　モーターについて

モーターは全体的に茶褐色に変色しているも

のの、内部を見分すると、ステーター内部の

モーターコイル（銅線）に短絡は認められない。

コンデンサーの表面には煤が付着しているが、

割れや膨張はなく、出火の痕跡は認められない。

以上のことから、コイルの層間短絡、コンデ

ンサーの絶縁劣化等による出火はないと考えら

れる。

⑵　モーターリード（配線）について

モーターリードは４本（白・黒・青・黄）を

被覆で覆ってあり、途中で断線している。断線

した箇所のモーターリードは被覆が焼失し、芯

線が露出している。その芯線からは４本の配線

が確認でき、黒及び黄の配線の断線部には溶融

痕がある。断線位置は壁掛け扇風機の首振り部

分で、本体のヨーク芯棒ブッシュとネックピー

ス部付近にあたる。

以上のことから、何らかの原因でモーター

リードが短絡し、スパークが発生したためネッ

クピースの ABS 樹脂に着火したと考えられる。

８－１　製造メーカーの調査

鑑識実施後に製造メーカーは、建物関係

者から扇風機を預かり、製造メーカーのみ

で再度見分を行っている。以下は、製造

メーカーによる調査の結果である。

今回、消防署で見分した扇風機について

再度メーカーにて調査した結果、モーター

リードが４本すべて断線し、モーターリー

ド黄と黒に溶融痕が見られる以外、他に異

常は認められなかった。よって今回の火災

は以下のメカニズムにより発生したものと

推察している。

⑴　製造時にモーターを押さえながら左右に

動かし固定するため、ヨーク芯棒ブッシュ

とネックピースに挟まれたモーターリード

がストレスを受けることにより、モーター

リードの黄または黒のいずれか若しくは両

方が半断線状態で当該製品を首振り動作で

使用

⑵　半断線状態のモーターリードが内部で不

完全接触となり、そのジュール熱により

モーターリードの塩化ビニル製絶縁被覆が

徐々に炭化

⑶　塩化ビニル製絶縁被覆が炭化して最終的

にモーターリード黄と黒（異極）の芯線が

接触（短絡）

⑷　異極間の短絡のため短絡時に大きなス

パークが発生し、炭化した塩化ビニル製絶

縁被覆から本体ネックピース部に延焼

（製造メーカーとしての結論）

今回の原因は、モーターリード黄と黒に

溶融痕が見られ、他には特に異常が見られ

ないことから、製造上の不具合（モーター

取付け工程にてモーターリードを挟み込
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む）によるものと推定。

この施設で使用している当社全ての扇風

機（2006年製から2011年製の13台）を回収

し、首振り部分に位置するモーターリード

をＸ線撮影した結果、芯線に破損及び断線

は見分されなかった。

とのことである。

８－２　製造メーカーの対策

消防側から今後の具体的な安全対策及び

火災予防対策について、類似火災防止のた

めの対策を製造メーカーに求めた結果、以

下のとおり回答があった。

⑴　製造時にモーターリードを挟み込まない

よう作業手順を変更するとともに作業指導

票を改定して製造管理を徹底する。

⑵　ネックピース部は ABS 樹脂を使用して

いるが、扇風機で使用している樹脂の中で

は一番着火しやすい素材であるため、今後

は、スパークが発生しても延焼に至らない

ようネックピース部を UL94規格で難燃性

の高い UL94V －０に変更する。

同型品のモーターリードの状況

モーターリードが首振り部分で断線している状況

ヨーク芯棒ブッシュ 

ネックピース部 

ヨーク芯棒ブッシュ

ネックピース部

モーターリード
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９　おわりに

本事案は、機器の焼損が少なかったため、製品

のメーカー、型式まで特定することができた。

製造メーカー立ち会いの下で鑑識を実施し、資

料等の提供にもより、モーターリードが短絡して

スパークが発生し、ネックピースの ABS 樹脂に

着火したと出火原因を導くことができた。

しかし、今回の調査において、短絡に至った原

因が、製造メーカーの見解のように、ネックピー

ス部のモーターリードの素線が断線し、ジュール

熱の増加により被覆が炭化し最終的に異極間で短

絡したのか、モーターリードの黒色の塩化ビニル

製絶縁被覆及びモーターリードの中の配線被覆に

亀裂が入り異極間で短絡したのかまでの特定には

至らなかった。

だが、消防から製造メーカーへ今後の具体的な

安全対策及び火災予防対策について求めたところ、

類似火災防止のため製造管理の徹底と一部素材変

更に繋がった事案である。

また、この時点においては、リコールまでには

至らなかったが、平成28年に当事案と類似する火

災が２件発生、製造メーカーが発火は単発的な事

象ではないと判断し、リコールの実施を決定して

いる。
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〇　近年、訪日外国人旅行者数、在外外国人（日

本に中長期に在留又は永住している外国人（外

国籍を有する者））は増加傾向にあり、訪日外

国人旅行者数が2,400百万人超（平成28年、日

本観光局）、在外外国人は238万人超（平成28年

度末、法務省入国管理局）で過去最高となって

おります。

2020年には、オリンピック・パラリンピック

東京大会が予定されており、国や地方公共団体

等では、災害時の訪日外国人旅行者等の安全確

保のためいろいろな対策が進められております。

今回の特集は、「外国人と防災」を取り上げ

ました。

〇　電磁パルスの脅威　核爆発による強力な電磁

波で通信等に大きな影響を与える「電磁パルス

（EMP）」攻撃についてのニュースが報じられ

ております。

高度40km からおよそ400km の高層大気圏に

おける核爆発（高高度核爆発）で発生するガン

マ線が大気層（20km～40km 付近）の空気分子

に衝突すると大量の電子が放出され、放出され

た電子は地球磁場の磁力線に沿って螺旋状に跳

び、強力な電磁パルスを発生させるという。

人体には直接的な影響はないとされておりま

すが、電磁パルスは送電線を伝ってコンピュー

ターなどの電子機器に侵入、電子機器の機能を

停止させ、同時に大規模な停電発生や交通網の

混乱などを起こすことが予測されております。

もし、このような攻撃が実施された場合は、

社会・経済に計り知れない打撃が予想され、１日

も早い防護対策の準備をお願いしたいものです。

〇　新しい避雷針　従来からの避雷針は、ビルな

どの頂上に設置し、ここに雷を誘導して地面に

放電のエネルギーを流すことでビル等の安全を

守っています。

この方式では、強い電流が地表から逆流した

り、地表に届く前に電子機器に流れ込んだりす

るおそれがあり、さらに避雷針以外の場所に落

雷する恐れがありました。

これに対し、新たに開発された避雷針は従来

の発想を転換し落雷そのものを抑える特殊な避

雷針で「極性反転型避雷針（ＰＤＣＥ）」とい

います。

最先端は、針型からお椀型に変えて上部を雷

下部と同様のマイナスに荷電することで雷を避

けるということです。

ＩＯＴの時代を迎え、異常電流から電子機器

を守る有効な避雷針のような気がしております。

編　集　後　記

〔本誌から転載される場合にはご連絡願います。〕
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